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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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６
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異

議
申

出
人

 
 

河
合

 
悠

祐
 

   
上

記
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
６

年
７

月
８

日
に

提
起

さ

れ
た

、
令

和
６

年
７

月
７

日
執

行
の

東
京

都
知

事
選

挙
（

以
下

「
本

件
選

挙
」

と
い

う
。

）

に
お

け
る

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

（
以

下
「

本
件

異
議

の
申

出
」

と
い

う
。

）

に
つ

い
て

、
東

京
都

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お

り
決

定
す

る
。

 

 

主
文
 

 

本
件

異
議

の
申

出
を

棄
却

す
る

。
 

  

異
議

の
申

出
の

要
旨
 

 １
 

異
議

の
申

出
の

趣
旨

 

 
 

申
出

人
は

、
次

の
異

議
の

申
出

の
理

由
に

よ
り

、
本

件
選

挙
を

無
効

と
す

る
旨

の
決

定

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 ２
 

異
議

の
申

出
の

理
由

 

 
 

 
 

本
件

異
議

の
申

出
の

理
由

は
、

概
ね

次
の

と
お

り
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

本
件

選
挙

の
候

補
者

は
５

６
名

で
あ

る
。

と
こ

ろ
が

、
選

挙
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

板
に

は

４
８

名
分

の
枠

し
か

用
意

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
残

り
の

８
名

は
ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

を
渡

さ
れ

、
掲

示
板

の
枠

外
に

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
を

自
身

で
設

置
し

、
そ

の
中

に
ポ

ス
タ

ー
を

入
れ

込
む

と
い

う
作

業
を

行
わ

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
の

設
置

は
持
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ち
運

ぶ
の

も
大

変
で

あ
る

こ
と

に
加

え
、

設
置

作
業

も
個

人
で

行
う

こ
と

は
困

難
な

作
業

で
あ

る
。

ま
た

、
素

材
の

薄
い

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
を

設
置

し
た

と
し

て
も

、
掲

示
板

の
よ

う
な

平
行

な
角

度
で

掲
示

さ
れ

る
も

の
で

は
な

く
、

ど
う

し
て

も
斜

め
に

垂
れ

て
し

ま
う

も
の

で
あ

り
、

有
権

者
が

他
の

候
補

者
と

同
様

の
角

度
で

見
る

こ
と

の
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

。
 

当
委

員
会

は
、

立
候

補
者

が
５

０
名

を
超

え
る

こ
と

は
Ｎ

Ｈ
Ｋ

党
と

い
う

政
治

団
体

が

２
４

名
の

候
補

者
を

出
す

こ
と

を
数

カ
月

前
か

ら
当

委
員

会
に

知
ら

せ
て

い
た

こ
と

や
、

令
和

６
年

６
月

５
日

及
び

同
月

６
日

の
事

前
審

査
の

書
類

の
配

布
の

時
点

で
人

数
が

掲
示

板
の

枠
を

超
え

て
い

る
こ

と
を

把
握

し
て

い
た

こ
と

か
ら

、
予

見
可

能
性

が
あ

っ
た

こ
と

は
明

白
で

、
そ

れ
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
掲

示
板

の
枠

の
増

設
を

な
ん

ら
行

わ
な

か
っ

た
こ

と
に

は
重

大
な

過
失

が
あ

る
。

 

ま
た

、
候

補
者

に
対

し
て

も
こ

う
い

っ
た

扱
い

に
な

る
こ

と
に

対
し

て
の

事
前

の
共

有

は
な

く
、

令
和

６
年

６
月

２
０

日
告

示
日

の
当

日
に

候
補

者
に

知
ら

せ
た

こ
と

も
重

大
な

る
過

失
で

あ
り

、
候

補
者

は
当

日
ま

で
な

ん
の

判
断

を
す

る
機

会
を

与
え

ら
れ

ず
不

利
益

を
被

っ
た

。
 

し
た

が
っ

て
、

本
件

選
挙

は
何

ら
の

合
理

的
根

拠
に

基
づ

く
こ

と
な

く
、

候
補

者
を

不

平
等

に
取

り
扱

う
も

の
で

あ
っ

て
明

ら
か

に
日

本
国

憲
法

第
１

４
条

、
第

１
５

条
第

３
項

及
び

第
４

４
条

の
規

定
に

違
反

す
る

か
ら

、
無

効
な

も
の

で
あ

る
。

 

  

決
定

の
理

由
 

 

当
委

員
会

は
、

本
件

異
議

の
申

出
は

形
式

的
要

件
を

備
え

た
適

法
な

も
の

と
認

め
、

こ
れ

を
受

理
し

、
慎

重
か

つ
厳

正
に

審
理

し
た

。
そ

の
結

果
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

第
１

 
公

職
選

挙
法

の
定

め
 

本
件

異
議

の
申

出
に

関
す

る
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

の
定

め
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

又
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

以
外

の
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

）
 

第
９

５
条

 
衆

議
院

（
比

例
代

表
選

出
）

議
員

又
は

参
議

院
（

比
例

代
表

選
出

）
議

員

の
選

挙
以

外
の

選
挙

に
お

い
て

は
、
有

効
投

票
の

最
多

数
を

得
た

者
を

も
つ

て
当

選
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

の
区

分
に

よ
る

得
票

が
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

3
  

一
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
の

選
挙

 
有

効
投

票
の

総
数

の
６

分
の

１
以

上
の

得
票

 

二
 

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議
員

の
選

挙
 

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

を
も

つ
て

有
効

投
票

の
総

数
を

除
し

て
得

た
数

の
６

分
の

１
以

上

の
得

票
。

た
だ

し
、

選
挙

す
べ

き
議

員
の

数
が

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区

内
の

議
員

の
定

数
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
選

挙
す

べ
き

議
員

の
数

を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得
た

数
の

６
分

の
１

以
上

の
得

票
 

三
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

の
選

挙
 

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

（
選

挙
区

が
な

い
と

き
は

、
議

員
の

定
数

）
を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得

た
数

の
４

分
の

１
以

上
の

得
票

 

四
 

地
方

公
共

団
体

の
長

の
選

挙
 

有
効

投
票

の
総

数
の

４
分

の
１

以
上

の
得

票
 

（
第

２
項

省
略

）
 

（
文

書
図

画
の

掲
示

）
 

第
１

４
３

条
 

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

文
書

図
画

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
も

の
（

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

第
１

号
、

第
２

号
、

第
４

号
、

第
４

号
の

２
及

び
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
つ

て
衆

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
が

使
用

す
る

も
の

）
の

ほ
か

は
、

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

一
 

選
挙

事
務

所
を

表
示

す
る

た
め

に
、
そ

の
場

所
に

お
い

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
､

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

二
 

第
１

４
１

条
の

規
定

に
よ

り
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
さ

れ
る

自
動

車
又

は
船

舶
に

取
り

付
け

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

三
 

公
職

の
候

補
者

（
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

の
選

挙
に

お
け

る
候

補
者

た
る

参
議

院
名

簿
登

載
者

で
第

８
６

条
の

３
第

１
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

優
先

的
に

当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

と
し

て
そ

の
氏

名
及

び
当

選
人

と
な

る
べ

き
順

位
が

参

議
院

名
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

た
す

き
、

胸
章

及

び
腕

章
の

類
 

四
 

演
説

会
場

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

四
の

二
 

屋
内

の
演

説
会

場
内

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
掲

示
す

る
映

写
等

の
類

 

四
の

三
 

個
人

演
説

会
告

知
用

ポ
ス

タ
ー

（
衆

議
院

小
選

挙
区

選
出

議
員

、
参

議
院

選
挙

区
選

出
議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

の
場

合
に

限
る

。
）

 

五
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

ほ
か

、
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
す

る
ポ

ス
タ
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ー
（

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

公
職

の
候

補
者

た
る

参

議
院

名
簿

登
載

者
（

第
８

６
条

の
３

第
１

項
後

段
の

規
定

に
よ

り
優

先
的

に
当

選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
と

し
て

そ
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

が
参

議

院
名

簿
に

記
載

さ
れ

て
い

る
者

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

（
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

）
 

第
１

４
４

条
の

２
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
、

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

に
お

い
て

は
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
４

３
条

第
１

項
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
（

衆
議

院
小

選
挙

区
選

出
議

員
の

選
挙

に
お

い
て

候
補

者
届

出
政

党
が

使
用

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

掲
示

場
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
掲

示
場

の
総

数
は

、
１

投
票

区
に

つ
き

５
箇

所
以

上
１

０
箇

所
以

内
に

お

い
て

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
都

道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
と

協
議

の
上

、
そ

の
総

数
を

減
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

第
１

項
の

掲
示

場
は

、
市

町
村

の
選

挙
管

理
委

員
会

が
、

投
票

区
ご

と
に

、
政

令

で
定

め
る

基
準

に
従

い
、

公
衆

の
見

や
す

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

４
 

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
項

の
掲

示
場

を
設

置
し

た
と

き
は

、
直

ち

に
、

そ
の

掲
示

場
の

設
置

場
所

を
告

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

公
職

の
候

補
者

は
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
、

あ
ら

か
じ

め
告

示
す

る
日

か
ら

第
１

４
３

条
第

１
項

第
４

号
の

３
及

び
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
そ

れ
ぞ

れ
１

枚
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
公

職
の

候
補

者
に

対
し

、
事

情
の

許
す

限
り

便
宜

を
供

与
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

公
職

の
候

補
者

１
人

が
掲

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
掲

示

場
の

区
画

は
、

縦
及

び
横

そ
れ

ぞ
れ

４
２

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上
と

す
る

。
 

７
 

前
各

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
の

掲

示
の

順
序

そ
の

他
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
る

。
 

5
  

（
第

８
項

以
下

省
略

）
 

（
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

員
及

び
長

の
選

挙
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
及

び
審

査
の

申
立

て
）

 

第
２

０
２

条
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

及
び

長
の

選
挙

に
お

い
て

、
そ

の
選

挙

の
効

力
に

関
し

不
服

が
あ

る
選

挙
人

又
は

公
職

の
候

補
者

は
、

当
該

選
挙

の
日

か
ら

１
４

日
以

内
に

、
文

書
で

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

に
対

し
て

異
議

を
申

し
出

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

第
２

項
省

略
）

 

（
選

挙
の

無
効

の
決

定
、

裁
決

又
は

判
決

）
 

第
２

０
５

条
 

選
挙

の
効

力
に

関
し

異
議

の
申

出
、

審
査

の
申

立
て

又
は

訴
訟

の
提

起

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
る

と
き

は
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
選

挙
管

理
委

員
会

又
は

裁
判

所
は

、
そ

の
選

挙
の

全
部

又
は

一
部

の
無

効
を

決
定

し
、

裁
決

し
又

は
判

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

 

第
２

 
認

定
し

た
事

実
 

(
1
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
の

氏
名

及
び

そ
れ

ぞ
れ

の
得

票
数

は
別

紙
１

の
と

お

り
で

あ
り

、
小

池
ゆ

り
こ

候
補

（
以

下
「

小
池

候
補

」
と

い
う

。
）

が
有

効
投

票
の

最

多
数

（
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
）

を
得

て
当

選
人

と
な

っ
た

。
 

(
2
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
各

投
票

区
に

設
け

ら
れ

た
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
は

４
８

の
区

画

が
指

定
さ

れ
（

以
下

、
こ

の
区

画
を
「

既
存

区
画

」
と

い
う

。
）
、
既

存
区

画
が

不
足

す

る
場

合
は

、
次

の
よ

う
に

対
応

す
る

こ
と

と
さ

れ
た
（

以
下

、
こ

れ
に

よ
り

設
け

ら
れ

た

区
画

を
「

外
周

区
画

」
と

い
う

。
）

。
 

ア
 

原
則

、
掲

示
場

下
辺

に
４

９
番

以
降

の
外

周
区

画
を

指
定

 

イ
 

立
地

上
、

下
辺

掲
示

が
困

難
な

場
合

は
、

右
左

辺
、

上
辺

の
順

に
、

外
周

区
画

を

割
振

り
 

ウ
 

既
存

区
画

の
枠

線
迄

の
余

白
部

分
で

固
定

 

エ
 

当
委

員
会

か
ら

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
・

画
鋲

等
の

固
定

用
道

具
を

提
供

 

(
3
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
は

、
最

終
的

に
５

６
人

と
な

っ
た

た
め

、
受

付
順

が

４
９

番
目

以
降

の
候

補
者

に
つ

い
て

は
、

外
周

区
画

に
掲

示
す

る
こ

と
と

な
り

、
こ

れ

に
よ

る
こ

と
と

な
っ

た
各

候
補

者
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

か
ら

申
出

が
あ

っ
た

枚
数

分
の

ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

・
画

鋲
等

の
固

定
用

道
具

を
提

供
さ

れ
た

（
各

候
補

者
別

の
固

定
用

道
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具
の

提
供

状
況

は
別

紙
２

の
と

お
り

）
。

 

(
4
)
 外

周
区

画
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
こ

と
と

な
っ

た
者

（
以

下
「

外
周

区
画

設
置

者
」

と
い

う
。

）
は

、
別

紙
１

に
外

周
区

画
と

記
載

さ
れ

た
８

人
で

あ
り

、
そ

の
う

ち
の

最

多
得

票
者

で
あ

る
ひ

ま
そ

ら
あ

か
ね

候
補

（
以

下
「

ひ
ま

そ
ら

候
補

」
と

い
う

。
）

の

得
票

数
は

１
１

０
，

１
９

６
票

、
そ

の
得

票
率

は
１

．
６

２
％

で
あ

っ
た

。
 

 第
３

 
申

出
人

の
主

張
に

対
す

る
当

委
員

会
の

判
断

 

(
1
)
 
選

挙
の

効
力

に
関

し
て

争
う

争
訟

に
お

い
て

は
、

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と

が
あ

る
と

き
は

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

に
限

り
」

、
当

該
選

挙

の
全

部
又

は
一

部
が

無
効

と
さ

れ
る

（
法

第
２

０
５

条
第

１
項

）
。

 

 
こ

こ
で

、
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

」
と

は
、

「
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ

る
機

関
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

、
又

は

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文
の

規
定

が
な

く
と

も
、

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の
原

則
が

著
し

く
阻

害
さ

れ
る

こ
と

を
指

す
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
７

年
１

２
月

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

６
１

年
２

月
１

８

日
判

決
、

最
高

裁
判

所
平

成
３

１
年

２
月

２
８

日
判

決
）

も
の

で
あ

り
、

「
選

挙
の

結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
、

「
そ

の
選

挙
の

管
理

執
行

手
続

に
関

す

る
規

定
違

反
が

な
か

っ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現

実
に

生
じ

た
と

こ
ろ

と
異

な
っ

た
結

果
の

生
ず

る
可

能
性

の
あ

る
場

合
を

い
う

」
（

最

高
裁

判
所

昭
和

２
９

年
９

月
２

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

５
１

年
９

月
３

０
日

判

決
、

東
京

高
等

裁
判

所
平

成
２

５
年

１
２

月
９

日
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
れ

を
本

件
に

当
て

は
め

る
と

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法
の

基
本

理
念

た
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

を
著

し
く

阻
害

す
る

も

の
で

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

取
扱

い
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
な

ら
ば

、
本

件
選

挙
に

お
け

る

有
効

投
票

で
あ

る
６

，
８

２
３

，
２

４
２

票
の

最
多

数
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
を

上

回
る

得
票

を
得

た
者

が
生

ず
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

本
件

選
挙

が
無

効
と

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 

(
2
)
 
そ

こ
で

、
ま

ず
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

た
と

き
に

、

本
件

選
挙

に
お

け
る

最
多

得
票

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

得
票

を
得

た
者

が

生
ず

る
可

能
性

の
有

無
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

本
件

選
挙

に
お

け
る

得
票

数
は

、
そ

の
多

い
順

に
、

小
池

候
補

の
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
、

石
丸

伸
二

候
補

の
１

，
６

５
８

，
３

６
３

．
４

０
６

票
、

蓮
舫

候
補

の
１

，

２
８

３
，
２

６
２

票
、
田

母
神

と
し

お
候

補
の

２
６

７
，
６

９
９

票
等

と
な

っ
て

お
り

、

7
  

外
周

区
画

設
置

者
の

う
ち

の
最

多
得

票
は

ひ
ま

そ
ら

候
補

の
１

１
０

，
１

９
６

票
と

な

っ
て

い
る

。
 

上
記

の
う

ち
ひ

ま
そ

ら
候

補
以

外
の

者
は

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
を

受
け

て
な

い
者

で
あ

り
、

外
周

区
画

設
置

者
の

存
在

に
よ

っ
て

そ
の

得
票

数
が

影
響

を
受

け
た

こ

と
を

示
す

事
情

は
見

当
た

ら
な

い
。

 

一
方

、
ひ

ま
そ

ら
候

補
は

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
て

い
る

が
、

そ
の

得
票

数
が

小
池

候
補

の
得

票
数

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

た
め

に
は

、
現

実
の

得

票
数

で
あ

る
１

１
０

，
１

９
６

票
に

加
え

て
そ

の
約

２
５

．
４

８
倍

で
あ

る
２

，
８

０

７
，

８
２

０
票

以
上

の
得

票
が

必
要

と
な

る
と

こ
ろ

、
同

人
の

ポ
ス

タ
ー

が
既

存
区

画

に
設

置
さ

れ
た

と
し

た
場

合
に

、
こ

れ
だ

け
の

得
票

を
得

る
可

能
性

を
示

す
事

情
は

見

当
た

ら
な

い
。

 

ま
た

、
同

人
以

外
の

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
た

候
補

者
の

う
ち

、
同

人
の

得
票

を
超

え
る

得
票

を
得

る
可

能
性

が
あ

る
者

の
存

在
を

示
す

事
情

も
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

て
も

、
候

補
者

の
当

落
に

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
な

っ
た

結
果

の
生

ず
る

可
能

性
は

な
か

っ
た

も

の
と

判
断

さ
れ

る
。

 

 第
４

 
審

理
の

結
果

 

以
上

に
よ

れ
ば

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
に

よ
っ

て
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

っ
た

と
言

え
な

い
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
る

か
ら

、
そ

の
余

の
点

に
つ

い

て
判

断
す

る
ま

で
も

な
く

、
本

件
異

議
の

申
出

に
は

理
由

が
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ

る
。

 

よ
っ

て
、

法
第

２
１

６
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
行

政
不

服
審

査
法

（
平

成
２

６
年

法
律

第
６

８
号

）
第

４
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
当

委
員

会
は

、
主

文
の

と

お
り

決
定

す
る

。
 

 

   
 

 
令

和
６

年
８

月
１

９
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員

長
 

 
澤

 
野

 
正

 
明
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9
1
8
,
0
1
5
.
0
0
0
票

4
2
.
7
7
％

2
石

丸
伸

二
(
無

所
属

)
1
,
6
5
8
,
3
6
3
.
4
0
6
票

2
4
.
3
0
％

3
蓮

舫
(
無

所
属

)
1
,
2
8
3
,
2
6
2
.
0
0
0
票

1
8
.
8
1
％

4
田
母
神
と
し
お
(
無

所
属

)
2
6
7
,
6
9
9
.
0
0
0
票

3
.
9
2
％

5
安
野
た
か
ひ
ろ
(
無

所
属

)
1
5
4
,
6
3
8
.
0
0
0
票

2
.
2
7
％

6
う
つ
み
さ
と
る
(

市
民
が
つ
く
る

政
治

の
会

)
1
2
1
,
7
1
5
.
0
0
0
票

1
.
7
8
％

7
ひ
ま
そ
ら
あ
か
ね
(
無

所
属

)
1
1
0
,
1
9
6
.
0
0
0
票

1
.
6
2
％
外
周
区
画

8
石

丸
幸

人
(
石
丸
幸
人
党

)
9
6
,
2
2
2
.
5
3
4
票

1
.
4
1
％

9
桜

井
誠
(
日
本
第
一
党

)
8
3
,
6
0
0
.
9
9
5
票

1
.
2
3
％

1
0
清

水
国

明
(

清
水
国
明
と
東
京
都
の
安

全
な
未
来
を
つ
く
る
会

)
3
8
,
0
5
4
.
0
0
0
票

0
.
5
6
％

1
1
ド
ク
タ
ー
・
中
松
(
無

所
属

)
2
3
,
8
2
5
.
0
0
0
票

0
.
3
5
％

1
2
大

和
行

男
(
無

所
属

)
9
,
6
8
5
.
0
0
0
票

0
.
1
4
％

1
3
小

林
弘
(
無

所
属

)
7
,
4
0
8
.
0
0
0
票

0
.
1
1
％
外
周
区
画

1
4
ゴ
ト
ウ
テ
ル
キ
(
ラ
ブ
＆
ピ
ー
ス
党

)
5
,
4
1
9
.
0
0
0
票

0
.
0
8
％

1
5
木
宮
み
つ
き
(
未

来
党

)
4
,
8
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
7
％

1
6
福

本
繁

幸
(
無

所
属

)
3
,
2
4
5
.
0
0
0
票

0
.
0
5
％

1
7
Ａ
Ｉ
メ
イ
ヤ
ー
(
Ａ

Ｉ
党

)
2
,
7
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
4
％

1
8
な
い
と
う
ひ
さ
お
(
無

所
属

)
2
,
3
3
9
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

1
9
横

山
緑
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
,
1
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
0
内

野
愛

里
(

カ
ワ
イ
イ
私
の
政
見
放

送
を

見
て

ね
)

2
,
1
5
2
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
1
河
合
ゆ
う
す
け
(

ジ
ョ
ー
カ
ー
議
員
と
投

票
率
を
上
げ
る
会

)
2
,
0
3
5
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
2
向

後
真

徳
(
無

所
属

)
1
,
9
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％
外
周
区
画

2
3
黒
川
あ
つ
ひ
こ
(
つ
ば
さ
の
党

)
1
,
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
4
桑
原
ま
り
こ
(
無

所
属

)
1
,
7
4
7
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
5
福
永
か
つ
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
1
,
2
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
6
野

間
口

翔
(
無

所
属

)
1
,
2
4
0
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
7
さ
わ
し
げ
み
(
無

所
属

)
1
,
2
3
2
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
8
う
し
く
ぼ
の
ぶ
お
(
無

所
属

)
1
,
1
5
3
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％
外
周
区
画

2
9
小

松
け

ん
(
ゴ

ル
フ

党
)

8
9
4
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
0
遠

藤
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
8
2
.
3
2
8
票

0
.
0
1
％

得
票
率

（
別
紙
１
）

＜＜
候候

補補
者者

別別
得得

票票
数数

((
得得

票票
順順

))
＞＞

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

令
和
６
年
７
月
７
日
執
行
　
東
京
都
知
事
選
挙
　
開
票
結
果

8
  

 

法
第

２
０

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

申
出

人
に

お
い

て
は

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

そ

の
他

の
当

該
選

挙
の

選
挙

人
又

は
候

補
者

に
お

い
て

は
法

第
２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示

の
日

か
ら

３
０

日
以

内
に

、
東

京
高

等
裁

判
所

に
訴

訟
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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3
1
二

宮
大

造
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
2
竹

本
秀

之
(
無

所
属

)
8
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
3
ア
キ
ノ
リ
将
軍
未
満
(

ネ
オ
幕
府
ア
キ
ノ
リ
党

)
7
9
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

3
4
小
野
寺
こ
う
き
(
忠
臣
蔵
義
士
新
党

)
7
5
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
5
山

田
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
9
1
.
6
6
9
票

0
.
0
1
％

3
6
木
村
よ
し
た
か
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
7
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
7
し
ん
ど
う
伸
夫
(

お
金
を
み
ん
な
へ

シ
ン
独
立
党

)
6
6
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
8
中
江
と
も
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
9
加

藤
英

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
8
8
.
0
5
1
票

0
.
0
1
％

4
0
か
が
た
た
く
じ
(
覇

王
党

)
5
7
8
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
1
加
藤
健
一
郎
(
無

所
属

)
5
7
2
.
9
4
2
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
2
ホ
カ
リ
ジ
ン
(
無

所
属

)
5
6
0
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
3
前

田
太

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
2
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
4
草
尾
あ
つ
し
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
5
ふ
く
は
ら
し
る
び
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
6
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
6
武

内
隆
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
4
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
7
尾
関
あ
ゆ
み
(
ポ
ー
カ
ー
党

)
4
1
7
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
8
犬

伏
宏

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
7
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
9
桑

島
康

文
(
核

融
合

党
)

3
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
0
松

尾
芳

治
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
1
古

田
真
(

（
略
称
）
土
頭
を
働
か
し

最
高
裁
裁
判
官
５
人

を
弾

劾
す

る
党
)

3
4
3
.
0
0
4
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

5
2
ふ
な
は
し
ゆ
め
と
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
2
9
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
3
三

輪
陽

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
6
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
4
津

村
大

作
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
2
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
5
み
な
み
俊
輔
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
9
7
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
6
上
楽
む
ね
ゆ
き
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
1
1
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

6
,
8
2
3
,
2
4
2
.
0
0
0
票

5
6
,
1
2
8
.
0
0
0
票

(
0
.
8
2
%
)

6
,
8
7
9
,
3
7
0
.
0
0
0
票

1
,
7
0
5
,
8
1
0
.
5
0
0
票

6
8
2
,
3
2
4
.
2
0
0
票

得
票
率

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

有
効

投
票

数

無
効

投
票

数

投
票

総
数

法
定

得
票

数

供
託

物
没

収
点

（別紙２）

各候補者別の固定用道具の提供状況について（令和６年７月６日時点）

当委員会から提供した固定用道具

ＯＰＰ袋
Ａ２

クリア
ファイル
Ａ３

クリア
ファイル
Ａ４

アルミ
複合板
Ａ３

画鋲
布粘着
テープ
２５ｍ

ＯＰＰ
テープ
５０ｍ

49 ホカリジン

50 小林弘 50 6,260 10 5 1,000 1 45

51 加藤健一郎 200 410 2,000 1 1

52 ひまそらあかね 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

53 向後真徳 100 10 100 2,000 2 1

54 うしくぼのぶお 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

55 古田真 550 3,000

56 アキノリ将軍未満 5,500 5,480 21,000 32 22

合計 6,400 12,160 110 5 29,000 36 69

不要（ポスター掲示の予定なし）

候補者名届出番号
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

 1
 

 

 

６
選

選
第

４
１

６
号

   

決
 

 
 

 
 

定
 

 
 

 
 

書
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
異

議
申

出
人

 
 

小
林

 
弘

 

   
上

記
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
６

年
７

月
１

０
日

に
提

起

さ
れ

た
、
令

和
６

年
７

月
７

日
執

行
の

東
京

都
知

事
選

挙
（

以
下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

（
以

下
「

本
件

異
議

の
申

出
」

と
い

う
。

）

に
つ

い
て

、
東

京
都

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お

り
決

定
す

る
。

 

 

主
文
 

 

本
件

異
議

の
申

出
を

棄
却

す
る

。
 

  

異
議

の
申

出
の

要
旨
 

 １
 

異
議

の
申

出
の

趣
旨

 

 
 

申
出

人
は

、
次

の
異

議
の

申
出

の
理

由
に

よ
り

、
本

件
選

挙
を

無
効

と
す

る
旨

の
決

定

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 ２
 

異
議

の
申

出
の

理
由

 

 
 

 
 

本
件

異
議

の
申

出
の

理
由

は
、

概
ね

次
の

と
お

り
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

本
件

選
挙

に
お

い
て

、
申

出
人

は
、

公
職

の
候

補
者

と
し

て
、

選
挙

運
動

の
手

段
と

し

て
認

め
ら

れ
て

い
る

、
公

営
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
あ

る
掲

示
板

に
自

身
の

公
約

等
を

記
載

し
た

選
挙

ポ
ス

タ
ー

を
貼

付
す

る
方

法
で

掲
示

す
る

権
利

を
当

委
員

会
の

過
失

に
よ

り
奪

わ
れ

た
。
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2
  

当
委

員
会

は
、

告
示

日
で

あ
る

令
和

６
年

６
月

２
０

日
よ

り
２

週
間

程
度

前
か

ら
、

本

件
選

挙
に

は
４

９
名

を
超

え
る

立
候

補
者

が
届

け
出

る
こ

と
を

確
信

し
て

い
た

。
し

か
し

な
が

ら
、

６
月

初
旬

に
４

８
名

分
し

か
ポ

ス
タ

ー
を

貼
る

こ
と

が
で

き
な

い
掲

示
板

を
都

内
約

１
４

，
０

０
０

か
所

に
設

置
し

て
以

来
、

前
回

の
東

京
都

知
事

選
挙

で
行

っ
た

、
増

設
（

４
８

名
よ

り
多

く
の

立
候

補
者

が
選

挙
ポ

ス
タ

ー
を

貼
付

す
る

方
法

で
掲

示
す

る
権

利
を

増
や

す
と

い
う

意
味

）
を

行
わ

な
か

っ
た

。
 

今
回

、
立

候
補

し
た

５
６

名
の

う
ち

４
８

名
が

選
挙

ポ
ス

タ
ー

を
貼

付
す

る
方

法
で

選

挙
運

動
が

で
き

、
８

名
が

選
挙

ポ
ス

タ
ー

を
貼

付
す

る
方

法
で

選
挙

運
動

が
で

き
な

か
っ

た
こ

と
は

、
本

件
選

挙
が

公
平

・
公

正
に

行
わ

れ
な

か
っ

た
と

評
価

で
き

る
。

 

申
出

人
は

、
選

挙
ポ

ス
タ

ー
を

貼
付

す
る

方
法

で
選

挙
運

動
が

で
き

な
か

っ
た

こ
と

が

原
因

で
、

本
件

選
挙

に
当

選
で

き
な

か
っ

た
の

で
、

本
件

選
挙

は
無

効
と

し
て

再
選

挙
す

る
こ

と
強

く
求

め
る

。
 

  

決
定

の
理

由
 

 

当
委

員
会

は
、

本
件

異
議

の
申

出
は

形
式

的
要

件
を

備
え

た
適

法
な

も
の

と
認

め
、

こ
れ

を
受

理
し

、
慎

重
か

つ
厳

正
に

審
理

し
た

。
そ

の
結

果
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

第
１

 
公

職
選

挙
法

の
定

め
 

本
件

異
議

の
申

出
に

関
す

る
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

の
定

め
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

又
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

以
外

の
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

）
 

第
９

５
条

 
衆

議
院

（
比

例
代

表
選

出
）

議
員

又
は

参
議

院
（

比
例

代
表

選
出

）
議

員

の
選

挙
以

外
の

選
挙

に
お

い
て

は
、
有

効
投

票
の

最
多

数
を

得
た

者
を

も
つ

て
当

選
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

の
区

分
に

よ
る

得
票

が
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
の

選
挙

 
有

効
投

票
の

総
数

の
６

分
の

１
以

上
の

得
票

 

二
 

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議
員

の
選

挙
 

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

を
も

つ
て

有
効

投
票

の
総

数
を

除
し

て
得

た
数

の
６

分
の

１
以

上

の
得

票
。

た
だ

し
、

選
挙

す
べ

き
議

員
の

数
が

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区

内
の

議
員

の
定

数
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
選

挙
す

べ
き

議
員

の
数

を

3
  

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得
た

数
の

６
分

の
１

以
上

の
得

票
 

三
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

の
選

挙
 

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

（
選

挙
区

が
な

い
と

き
は

、
議

員
の

定
数

）
を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得

た
数

の
４

分
の

１
以

上
の

得
票

 

四
 

地
方

公
共

団
体

の
長

の
選

挙
 

有
効

投
票

の
総

数
の

４
分

の
１

以
上

の
得

票
 

（
第

２
項

省
略

）
 

（
文

書
図

画
の

掲
示

）
 

第
１

４
３

条
 

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

文
書

図
画

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
も

の
（

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

第
１

号
、

第
２

号
、

第
４

号
、

第
４

号
の

２
及

び
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
つ

て
衆

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
が

使
用

す
る

も
の

）
の

ほ
か

は
、

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

一
 

選
挙

事
務

所
を

表
示

す
る

た
め

に
、
そ

の
場

所
に

お
い

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
､

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

二
 

第
１

４
１

条
の

規
定

に
よ

り
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
さ

れ
る

自
動

車
又

は
船

舶
に

取
り

付
け

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

三
 

公
職

の
候

補
者

（
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

の
選

挙
に

お
け

る
候

補
者

た
る

参
議

院
名

簿
登

載
者

で
第

８
６

条
の

３
第

１
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

優
先

的
に

当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

と
し

て
そ

の
氏

名
及

び
当

選
人

と
な

る
べ

き
順

位
が

参

議
院

名
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

た
す

き
、

胸
章

及

び
腕

章
の

類
 

四
 

演
説

会
場

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

四
の

二
 

屋
内

の
演

説
会

場
内

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
掲

示
す

る
映

写
等

の
類

 

四
の

三
 

個
人

演
説

会
告

知
用

ポ
ス

タ
ー

（
衆

議
院

小
選

挙
区

選
出

議
員

、
参

議
院

選
挙

区
選

出
議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

の
場

合
に

限
る

。
）

 

五
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

ほ
か

、
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
（

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

公
職

の
候

補
者

た
る

参

議
院

名
簿

登
載

者
（

第
８

６
条

の
３

第
１

項
後

段
の

規
定

に
よ

り
優

先
的

に
当

選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
と

し
て

そ
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

が
参

議

院
名

簿
に

記
載

さ
れ

て
い

る
者

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

（
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

）
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第
１

４
４

条
の

２
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
、

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

に
お

い
て

は
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
４

３
条

第
１

項
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
（

衆
議

院
小

選
挙

区
選

出
議

員
の

選
挙

に
お

い
て

候
補

者
届

出
政

党
が

使
用

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

掲
示

場
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
掲

示
場

の
総

数
は

、
１

投
票

区
に

つ
き

５
箇

所
以

上
１

０
箇

所
以

内
に

お

い
て

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
都

道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
と

協
議

の
上

、
そ

の
総

数
を

減
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

第
１

項
の

掲
示

場
は

、
市

町
村

の
選

挙
管

理
委

員
会

が
、

投
票

区
ご

と
に

、
政

令

で
定

め
る

基
準

に
従

い
、

公
衆

の
見

や
す

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

４
 

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
項

の
掲

示
場

を
設

置
し

た
と

き
は

、
直

ち

に
、

そ
の

掲
示

場
の

設
置

場
所

を
告

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

公
職

の
候

補
者

は
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
、

あ
ら

か
じ

め
告

示
す

る
日

か
ら

第
１

４
３

条
第

１
項

第
４

号
の

３
及

び
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
そ

れ
ぞ

れ
１

枚
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
公

職
の

候
補

者
に

対
し

、
事

情
の

許
す

限
り

便
宜

を
供

与
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

公
職

の
候

補
者

１
人

が
掲

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
掲

示

場
の

区
画

は
、

縦
及

び
横

そ
れ

ぞ
れ

４
２

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上
と

す
る

。
 

７
 

前
各

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
の

掲

示
の

順
序

そ
の

他
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
る

。
 

（
第

８
項

以
下

省
略

）
 

（
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

員
及

び
長

の
選

挙
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
及

び
審

査
の

申
立

て
）

 

第
２

０
２

条
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

及
び

長
の

選
挙

に
お

い
て

、
そ

の
選

挙

の
効

力
に

関
し

不
服

が
あ

る
選

挙
人

又
は

公
職

の
候

補
者

は
、

当
該

選
挙

の
日

か
ら

１
４

日
以

内
に

、
文

書
で

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

5
  

に
対

し
て

異
議

を
申

し
出

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

第
２

項
省

略
）

 

（
選

挙
の

無
効

の
決

定
、

裁
決

又
は

判
決

）
 

第
２

０
５

条
 

選
挙

の
効

力
に

関
し

異
議

の
申

出
、

審
査

の
申

立
て

又
は

訴
訟

の
提

起

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
る

と
き

は
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
選

挙
管

理
委

員
会

又
は

裁
判

所
は

、
そ

の
選

挙
の

全
部

又
は

一
部

の
無

効
を

決
定

し
、

裁
決

し
又

は
判

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

 

第
２

 
認

定
し

た
事

実
 

(
1
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
の

氏
名

及
び

そ
れ

ぞ
れ

の
得

票
数

は
別

紙
１

の
と

お

り
で

あ
り

、
小

池
ゆ

り
こ

候
補

（
以

下
「

小
池

候
補

」
と

い
う

。
）

が
有

効
投

票
の

最

多
数

（
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
）

を
得

て
当

選
人

と
な

っ
た

。
 

(
2
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
各

投
票

区
に

設
け

ら
れ

た
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
は

４
８

の
区

画

が
指

定
さ

れ
（

以
下

、
こ

の
区

画
を

「
既

存
区

画
」
と

い
う

。
）
、

既
存

区
画

が
不

足
す

る
場

合
は

、
次

の
よ

う
に

対
応

す
る

こ
と

と
さ

れ
た
（

以
下

、
こ

れ
に

よ
り

設
け

ら
れ

た

区
画

を
「

外
周

区
画

」
と

い
う

。
）

。
 

ア
 

原
則

、
掲

示
場

下
辺

に
４

９
番

以
降

の
外

周
区

画
を

指
定

 

イ
 

立
地

上
、

下
辺

掲
示

が
困

難
な

場
合

は
、

右
左

辺
、

上
辺

の
順

に
、

外
周

区
画

を

割
振

り
 

ウ
 

既
存

区
画

の
枠

線
迄

の
余

白
部

分
で

固
定

 

エ
 

当
委

員
会

か
ら

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
・

画
鋲

等
の

固
定

用
道

具
を

提
供

 

(
3
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
は

、
最

終
的

に
５

６
人

と
な

っ
た

た
め

、
受

付
順

が

４
９

番
目

以
降

の
候

補
者

に
つ

い
て

は
、

外
周

区
画

に
掲

示
す

る
こ

と
と

な
り

、
こ

れ

に
よ

る
こ

と
と

な
っ

た
各

候
補

者
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

か
ら

申
出

が
あ

っ
た

枚
数

分
の

ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

・
画

鋲
等

の
固

定
用

道
具

を
提

供
さ

れ
た

（
各

候
補

者
別

の
固

定
用

道

具
の

提
供

状
況

は
別

紙
２

の
と

お
り

）
。

 

(
4
)
 外

周
区

画
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
こ

と
と

な
っ

た
者

（
以

下
「

外
周

区
画

設
置

者
」

と
い

う
。

）
は

、
別

紙
１

に
外

周
区

画
と

記
載

さ
れ

た
８

人
で

あ
り

、
そ

の
う

ち
の

最

多
得

票
者

で
あ

る
ひ

ま
そ

ら
あ

か
ね

候
補

（
以

下
「

ひ
ま

そ
ら

候
補

」
と

い
う

。
）

の

得
票

数
は

１
１

０
，

１
９

６
票

、
そ

の
得

票
率

は
１

．
６

２
％

で
あ

っ
た

。
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6
  

第
３

 
申

出
人

の
主

張
に

対
す

る
当

委
員

会
の

判
断

 

(
1
)
 
選

挙
の

効
力

に
関

し
て

争
う

争
訟

に
お

い
て

は
、

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と

が
あ

る
と

き
は

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

に
限

り
」

、
当

該
選

挙

の
全

部
又

は
一

部
が

無
効

と
さ

れ
る

（
法

第
２

０
５

条
第

１
項

）
。

 

 
こ

こ
で

、
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

」
と

は
、

「
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ

る
機

関
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

、
又

は

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文
の

規
定

が
な

く
と

も
、

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の
原

則
が

著
し

く
阻

害
さ

れ
る

こ
と

を
指

す
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
７

年
１

２
月

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

６
１

年
２

月
１

８

日
判

決
、

最
高

裁
判

所
平

成
３

１
年

２
月

２
８

日
判

決
）

も
の

で
あ

り
、

「
選

挙
の

結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
、

「
そ

の
選

挙
の

管
理

執
行

手
続

に
関

す

る
規

定
違

反
が

な
か

っ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現

実
に

生
じ

た
と

こ
ろ

と
異

な
っ

た
結

果
の

生
ず

る
可

能
性

の
あ

る
場

合
を

い
う

」
（

最

高
裁

判
所

昭
和

２
９

年
９

月
２

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

５
１

年
９

月
３

０
日

判

決
、

東
京

高
等

裁
判

所
平

成
２

５
年

１
２

月
９

日
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
れ

を
本

件
に

当
て

は
め

る
と

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法
の

基
本

理
念

た
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

を
著

し
く

阻
害

す
る

も

の
で

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

取
扱

い
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
な

ら
ば

、
本

件
選

挙
に

お
け

る

有
効

投
票

で
あ

る
６

，
８

２
３

，
２

４
２

票
の

最
多

数
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
を

上

回
る

得
票

を
得

た
者

が
生

ず
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

本
件

選
挙

が
無

効
と

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 

(
2
)
 
そ

こ
で

、
ま

ず
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

た
と

き
に

、

本
件

選
挙

に
お

け
る

最
多

得
票

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

得
票

を
得

た
者

が

生
ず

る
可

能
性

の
有

無
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

本
件

選
挙

に
お

け
る

得
票

数
は

、
そ

の
多

い
順

に
、

小
池

候
補

の
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
、

石
丸

伸
二

候
補

の
１

，
６

５
８

，
３

６
３

．
４

０
６

票
、

蓮
舫

候
補

の
１

，

２
８

３
，
２

６
２

票
、
田

母
神

と
し

お
候

補
の

２
６

７
，
６

９
９

票
等

と
な

っ
て

お
り

、

外
周

区
画

設
置

者
の

う
ち

の
最

多
得

票
は

ひ
ま

そ
ら

候
補

の
１

１
０

，
１

９
６

票
と

な

っ
て

い
る

。
 

上
記

の
う

ち
ひ

ま
そ

ら
候

補
以

外
の

者
は

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
を

受
け

て
な

い
者

で
あ

り
、

外
周

区
画

設
置

者
の

存
在

に
よ

っ
て

そ
の

得
票

数
が

影
響

を
受

け
た

こ

と
を

示
す

事
情

は
見

当
た

ら
な

い
。

 

一
方

、
ひ

ま
そ

ら
候

補
は

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
て

い
る

が
、

そ
の

得
票

7
  

数
が

小
池

候
補

の
得

票
数

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

た
め

に
は

、
現

実
の

得

票
数

で
あ

る
１

１
０

，
１

９
６

票
に

加
え

て
そ

の
約

２
５

．
４

８
倍

で
あ

る
２

，
８

０

７
，

８
２

０
票

以
上

の
得

票
が

必
要

と
な

る
と

こ
ろ

、
同

人
の

ポ
ス

タ
ー

が
既

存
区

画

に
設

置
さ

れ
た

と
し

た
場

合
に

、
こ

れ
だ

け
の

得
票

を
得

る
可

能
性

を
示

す
事

情
は

見

当
た

ら
な

い
。

 

ま
た

、
同

人
以

外
の

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
た

候
補

者
の

う
ち

、
同

人
の

得
票

を
超

え
る

得
票

を
得

る
可

能
性

が
あ

る
者

の
存

在
を

示
す

事
情

も
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

て
も

、
候

補
者

の
当

落
に

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
な

っ
た

結
果

の
生

ず
る

可
能

性
は

な
か

っ
た

も

の
と

判
断

さ
れ

る
。

 

 第
４

 
審

理
の

結
果

 

以
上

に
よ

れ
ば

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
に

よ
っ

て
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

っ
た

と
言

え
な

い
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
る

か
ら

、
そ

の
余

の
点

に
つ

い

て
判

断
す

る
ま

で
も

な
く

、
本

件
異

議
の

申
出

に
は

理
由

が
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ

る
。

 

よ
っ

て
、

法
第

２
１

６
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
行

政
不

服
審

査
法

（
平

成
２

６
年

法
律

第
６

８
号

）
第

４
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
当

委
員

会
は

、
主

文
の

と

お
り

決
定

す
る

。
 

   
 

 
令

和
６

年
８

月
１

９
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員

長
 

 
澤

 
野

 
正

 
明

 

  

法
第

２
０

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

申
出

人
に

お
い

て
は

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

そ

の
他

の
当

該
選

挙
の

選
挙

人
又

は
候

補
者

に
お

い
て

は
法

第
２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示

の
日

か
ら

３
０

日
以

内
に

、
東

京
高

等
裁

判
所

に
訴

訟
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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1
小
池
ゆ
り
こ
(
無

所
属

)
2
,
9
1
8
,
0
1
5
.
0
0
0
票

4
2
.
7
7
％

2
石

丸
伸

二
(
無

所
属

)
1
,
6
5
8
,
3
6
3
.
4
0
6
票

2
4
.
3
0
％

3
蓮

舫
(
無

所
属

)
1
,
2
8
3
,
2
6
2
.
0
0
0
票

1
8
.
8
1
％

4
田
母
神
と
し
お
(
無

所
属

)
2
6
7
,
6
9
9
.
0
0
0
票

3
.
9
2
％

5
安
野
た
か
ひ
ろ
(
無

所
属

)
1
5
4
,
6
3
8
.
0
0
0
票

2
.
2
7
％

6
う
つ
み
さ
と
る
(

市
民
が
つ
く
る

政
治

の
会

)
1
2
1
,
7
1
5
.
0
0
0
票

1
.
7
8
％

7
ひ
ま
そ
ら
あ
か
ね
(
無

所
属

)
1
1
0
,
1
9
6
.
0
0
0
票

1
.
6
2
％
外
周
区
画

8
石

丸
幸

人
(
石
丸
幸
人
党

)
9
6
,
2
2
2
.
5
3
4
票

1
.
4
1
％

9
桜

井
誠
(
日
本
第
一
党

)
8
3
,
6
0
0
.
9
9
5
票

1
.
2
3
％

1
0
清

水
国

明
(

清
水
国
明
と
東
京
都
の
安

全
な
未
来
を
つ
く
る
会

)
3
8
,
0
5
4
.
0
0
0
票

0
.
5
6
％

1
1
ド
ク
タ
ー
・
中
松
(
無

所
属

)
2
3
,
8
2
5
.
0
0
0
票

0
.
3
5
％

1
2
大

和
行

男
(
無

所
属

)
9
,
6
8
5
.
0
0
0
票

0
.
1
4
％

1
3
小

林
弘
(
無

所
属

)
7
,
4
0
8
.
0
0
0
票

0
.
1
1
％
外
周
区
画

1
4
ゴ
ト
ウ
テ
ル
キ
(
ラ
ブ
＆
ピ
ー
ス
党

)
5
,
4
1
9
.
0
0
0
票

0
.
0
8
％

1
5
木
宮
み
つ
き
(
未

来
党

)
4
,
8
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
7
％

1
6
福

本
繁

幸
(
無

所
属

)
3
,
2
4
5
.
0
0
0
票

0
.
0
5
％

1
7
Ａ
Ｉ
メ
イ
ヤ
ー
(
Ａ

Ｉ
党

)
2
,
7
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
4
％

1
8
な
い
と
う
ひ
さ
お
(
無

所
属

)
2
,
3
3
9
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

1
9
横

山
緑
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
,
1
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
0
内

野
愛

里
(

カ
ワ
イ
イ
私
の
政
見
放

送
を

見
て

ね
)

2
,
1
5
2
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
1
河
合
ゆ
う
す
け
(

ジ
ョ
ー
カ
ー
議
員
と
投

票
率
を
上
げ
る
会

)
2
,
0
3
5
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
2
向

後
真

徳
(
無

所
属

)
1
,
9
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％
外
周
区
画

2
3
黒
川
あ
つ
ひ
こ
(
つ
ば
さ
の
党

)
1
,
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
4
桑
原
ま
り
こ
(
無

所
属

)
1
,
7
4
7
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
5
福
永
か
つ
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
1
,
2
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
6
野

間
口

翔
(
無

所
属

)
1
,
2
4
0
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
7
さ
わ
し
げ
み
(
無

所
属

)
1
,
2
3
2
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
8
う
し
く
ぼ
の
ぶ
お
(
無

所
属

)
1
,
1
5
3
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％
外
周
区
画

2
9
小

松
け

ん
(
ゴ

ル
フ

党
)

8
9
4
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
0
遠

藤
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
8
2
.
3
2
8
票

0
.
0
1
％

得
票
率

（
別
紙
１
）

＜＜
候候

補補
者者

別別
得得

票票
数数

((
得得

票票
順順

))
＞＞

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

令
和
６
年
７
月
７
日
執
行
　
東
京
都
知
事
選
挙
　
開
票
結
果

3
1
二

宮
大

造
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
2
竹

本
秀

之
(
無

所
属

)
8
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
3
ア
キ
ノ
リ
将
軍
未
満
(

ネ
オ
幕
府
ア
キ
ノ
リ
党

)
7
9
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

3
4
小
野
寺
こ
う
き
(
忠
臣
蔵
義
士
新
党

)
7
5
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
5
山

田
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
9
1
.
6
6
9
票

0
.
0
1
％

3
6
木
村
よ
し
た
か
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
7
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
7
し
ん
ど
う
伸
夫
(

お
金
を
み
ん
な
へ

シ
ン
独
立
党

)
6
6
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
8
中
江
と
も
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
9
加

藤
英

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
8
8
.
0
5
1
票

0
.
0
1
％

4
0
か
が
た
た
く
じ
(
覇

王
党

)
5
7
8
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
1
加
藤
健
一
郎
(
無

所
属

)
5
7
2
.
9
4
2
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
2
ホ
カ
リ
ジ
ン
(
無

所
属

)
5
6
0
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
3
前

田
太

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
2
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
4
草
尾
あ
つ
し
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
5
ふ
く
は
ら
し
る
び
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
6
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
6
武

内
隆
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
4
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
7
尾
関
あ
ゆ
み
(
ポ
ー
カ
ー
党

)
4
1
7
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
8
犬

伏
宏

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
7
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
9
桑

島
康

文
(
核

融
合

党
)

3
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
0
松

尾
芳

治
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
1
古

田
真
(

（
略
称
）
土
頭
を
働
か
し

最
高
裁
裁
判
官
５
人

を
弾

劾
す

る
党
)

3
4
3
.
0
0
4
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

5
2
ふ
な
は
し
ゆ
め
と
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
2
9
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
3
三

輪
陽

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
6
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
4
津

村
大

作
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
2
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
5
み
な
み
俊
輔
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
9
7
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
6
上
楽
む
ね
ゆ
き
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
1
1
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

6
,
8
2
3
,
2
4
2
.
0
0
0
票

5
6
,
1
2
8
.
0
0
0
票

(
0
.
8
2
%
)

6
,
8
7
9
,
3
7
0
.
0
0
0
票

1
,
7
0
5
,
8
1
0
.
5
0
0
票

6
8
2
,
3
2
4
.
2
0
0
票

得
票
率

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

有
効

投
票

数

無
効

投
票

数

投
票

総
数

法
定

得
票

数

供
託

物
没

収
点
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
決
定
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

（別紙２）

各候補者別の固定用道具の提供状況について（令和６年７月６日時点）

当委員会から提供した固定用道具

ＯＰＰ袋
Ａ２

クリア
ファイル
Ａ３

クリア
ファイル
Ａ４

アルミ
複合板
Ａ３

画鋲
布粘着
テープ
２５ｍ

ＯＰＰ
テープ
５０ｍ

49 ホカリジン

50 小林弘 50 6,260 10 5 1,000 1 45

51 加藤健一郎 200 410 2,000 1 1

52 ひまそらあかね 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

53 向後真徳 100 10 100 2,000 2 1

54 うしくぼのぶお 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

55 古田真 550 3,000

56 アキノリ将軍未満 5,500 5,480 21,000 32 22

合計 6,400 12,160 110 5 29,000 36 69

不要（ポスター掲示の予定なし）

候補者名届出番号
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 1
 

 

 

６
選

選
第

４
１

６
号

   

決
 

 
 

 
 

定
 

 
 

 
 

書
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
異

議
申

出
人

 
 

小
井

土
 

直
樹

 

   
上

記
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
６

年
７

月
１

１
日

に
提

起

さ
れ

た
、
令

和
６

年
７

月
７

日
執

行
の

東
京

都
知

事
選

挙
（

以
下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

選
挙

の
効

力
及

び
当

選
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
（

以
下

「
本

件
各

異
議

の

申
出

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
、
東

京
都

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下
「

当
委

員
会

」
と

い
う

。
）

は
、

併
合

し
て

審
査

し
、

次
の

と
お

り
決

定
す

る
。

 

 

主
文
 

 

本
件

各
異

議
の

申
出

を
い

ず
れ

も
棄

却
す

る
。

 

  

異
議

の
申

出
の

要
旨
 

 １
 

異
議

の
申

出
の

趣
旨

 

 
 

申
出

人
は

、
次

の
異

議
の

申
出

の
理

由
に

よ
り

、
本

件
選

挙
を

無
効

及
び

本
件

選
挙

に

お
け

る
当

選
人

小
池

百
合

子
の

当
選

を
無

効
と

す
る

旨
の

決
定

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 ２
 

異
議

の
申

出
の

理
由

 

 
 

 
 

本
件

各
異

議
の

申
出

の
理

由
は

、
概

ね
次

の
と

お
り

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
。

 

 
 
（

1
）
公

営
ポ

ス
タ

ー
掲

示
板

に
つ

い
て

届
出

番
号

４
８

番
ま

で
の

候
補

者
と

届
出

番
号

４
９

 
 

 
 

 
番

以
降

の
候

補
者

と
の

間
の

著
し

い
不

平
等

が
あ

っ
た

こ
と

 

 
 

 
 

本
件

選
挙

に
お

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
４

８
人

分
の

公
営

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
は

準
備

さ

れ
て

い
た

も
の

の
、

本
件

選
挙

で
は

５
６

人
の

候
補

者
の

届
出

が
あ

り
、

届
出

番
号

４
９

2
  

番
以

降
の

候
補

者
に

対
し

て
は

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
が

準
備

さ
れ

て
お

ら
ず

、
当

委
員

会
は

枠
外

に
ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

の
中

に
ポ

ス
タ

ー
を

入
れ

て
画

鋲
等

で
掲

示
す

る
こ

と
を

指
示

し
た

。
 

 
 

 
 

し
か

し
、

こ
れ

は
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
公

選
法

」

と
い

う
。

）
第

１
４

４
条

の
２

に
違

反
す

る
と

と
も

に
、

届
出

番
号

４
８

番
ま

で
の

候
補

者
と

届
出

番
号

４
９

番
の

候
補

者
で

は
ポ

ス
タ

ー
の

見
栄

え
や

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
手

間
等

に
看

過
で

き
な

い
ほ

ど
の

差
異

が
生

じ
て

お
り

、
不

合
理

な
差

別
で

あ
る

と
と

も
に

、

こ
の

よ
う

な
掲

示
形

態
に

な
っ

た
こ

と
で

ポ
ス

タ
ー

の
掲

示
を

断
念

し
た

候
補

者
も

い
た

可
能

性
が

あ
り

、
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

４
９

番
以

降
に

届
け

出
た

候
補

者
の

ひ
ま

そ
ら

あ
か

ね
候

補
は

１
１

０
，

１

９
６

票
（

得
票

率
１

．
６

２
％

）
を

獲
得

し
て

お
り

、
正

規
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
機

会
が

与
え

ら
れ

、
実

際
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

れ
ば

当
落

の
異

動
が

生
じ

た
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

 
 

 
 

事
前

審
査

の
段

階
で

４
８

人
以

上
の

候
補

予
定

者
が

事
前

審
査

を
済

ま
せ

て
お

り
、

政

見
放

送
の

収
録

を
行

う
と

、
立

候
補

を
取

り
や

め
た

場
合

多
額

の
収

録
費

用
が

候
補

者
負

担
に

な
る

こ
と

か
ら

、
通

常
は

、
供

託
金

を
収

め
た

段
階

で
立

候
補

の
取

り
や

め
は

想
定

さ
れ

な
い

と
こ

ろ
、
当

委
員

会
は

区
市

町
村

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下
「

区
市

町
村

選
管

」

と
い

う
。

）
に

掲
示

場
の

増
設

を
求

め
な

い
ど

こ
ろ

か
、

そ
の

対
応

に
つ

い
て

明
ら

か
に

せ
ず

、
む

し
ろ

告
示

日
当

日
に

立
候

補
受

付
で

並
ん

で
い

た
Ｎ

Ｈ
Ｋ

か
ら

国
民

を
守

る
党

代
表

の
立

花
孝

志
氏

に
対

し
、

同
党

関
係

者
の

候
補

者
の

届
出

順
を

変
更

す
る

よ
う

要
請

す
る

な
ど

、
暗

に
当

委
員

会
が

主
導

し
て

立
候

補
の

取
下

げ
を

求
め

、
選

挙
干

渉
行

為
ま

で
行

っ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
区

市
町

村
選

管
か

ら
は

告
示

日
前

に
ポ

ス
タ

ー
の

増
設

を
求

め
る

意
見

が
あ

っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

委
員

会
は

こ
れ

を
放

置
し

、
自

主
的

に
今

回
２

４
人

立
候

補
し

た
Ｎ

Ｈ
Ｋ

か
ら

国
民

を
守

る
党

の
候

補
者

が
立

候
補

を
取

り
や

め
る

だ
ろ

う
、

立
花

氏
が

取
下

げ
て

く
れ

る
だ

ろ
う

と
い

う
、

希
望

的
観

測
の

も
と

告
示

日
当

日
ま

で
対

応
を

放
置

し
、

立
花

氏
に

圧
力

を
か

け
て

こ
れ

に
応

じ
な

い
と

み
る

や
４

９
番

以
降

に
届

け
出

た
候

補
者

を
当

委
員

会
は

見
捨

て
た

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

本
件

選
挙

で
は

ポ
ス

タ
ー

は
公

営
掲

示
場

に
し

か
掲

示
で

き
な

い
の

で
あ

り
、

「
第

２

０
回

統
一

地
方

選
挙

全
国

意
識

調
査

―
調

査
結

果
の

概
要

―
」

（
令

和
６

年
３

月
 

公
益

財
団

法
人

明
る

い
選

挙
推

進
協

会
）

に
お

い
て

は
、

選
挙

公
報

に
次

ぐ
２

番
目

の
１

０
．

８
％

の
方

が
候

補
者

の
ポ

ス
タ

ー
が

「
役

に
立

っ
た

」
と

答
え

て
お

り
、

ま
た

接
触

率
で

は
「

見
聞

き
し

た
」

と
答

え
た

方
が

４
８

．
４

％
に

も
及

ん
で

お
り

、
１

番
目

と
な

っ
て
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3
  

い
る

。
 

 
 

 
 

選
挙

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

の
重

要
性

は
な

お
失

わ
れ

て
い

な
い

と
い

う
べ

き
で

、
当

委

員
会

の
措

置
は

憲
法

第
１

４
条

第
１

項
及

び
第

２
１

条
に

違
反

す
る

も
の

で
あ

り
、

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

も
の

と
い

え
る

。
 

 
 
（

2
）

千
代

田
区

に
お

け
る

公
営

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

う
ち

１
４

カ
所

で
設

置
が

遅
れ

た
こ

と
 

 
 

 
 

千
代

田
区

選
挙

管
理

委
員

会
に

よ
れ

ば
、

告
示

日
当

日
に

区
内

に
設

置
予

定
で

あ
っ

た

１
４

カ
所

の
公

営
掲

示
場

に
お

い
て

同
日

ま
で

掲
示

場
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
公

選
法

第
１

４
４

条
の

２
に

違
反

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

も
の

で
、

候
補

者
が

ポ
ス

タ
ー

を
貼

っ
て

選
挙

運
動

を
行

う

自
由

を
侵

害
し

て
お

り
、

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

 
 
（

3
）

警
視

庁
か

ら
河

合
ゆ

う
す

け
候

補
に

対
し

東
京

都
迷

惑
防

止
条

例
に

違
反

し
て

い
な

い

に
も

か
か

わ
ら

ず
同

候
補

者
が

掲
示

し
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
タ

ー
が

同
条

例
に

違
反

し
て

い
る

と
警

告
し

た
こ

と
は

選
挙

取
締

機
関

に
よ

る
選

挙
運

動
へ

の
不

当
な

干
渉

に
該

当
す

る
こ

と
 

河
合

ゆ
う

す
け

候
補

（
以

下
「

河
合

候
補

」
と

い
う

。
）

が
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
裸

体

の
成

人
女

性
（

た
だ

し
、

局
部

や
陰

部
は

マ
ス

キ
ン

グ
）

と
と

も
に

、
「

表
現

の
自

由
を

守
ろ

う
」

と
す

る
ス

ロ
ー

ガ
ン

を
記

載
し

た
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

し
た

と
こ

ろ
、

警
視

庁
が

告
示

日
当

日
、

東
京

都
迷

惑
防

止
条

例
に

抵
触

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
し

て
河

合
候

補
に

対
し

警
告

し
、

ポ
ス

タ
ー

の
回

収
を

要
請

し
た

。
 

 
 

 
 

今
回

、
河

合
候

補
は

ポ
ル

ノ
表

現
を

含
め

て
表

現
の

自
由

を
広

く
認

め
よ

う
と

い
う

政

策
を

訴
え

る
趣

旨
で

、
成

人
女

性
の

裸
体

の
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

し
た

も
の

と
解

さ
れ

、
同

条
例

第
５

条
第

１
項

第
３

号
に

お
い

て
、

公
共

の
場

所
で

卑
わ

い
な

言
動

を
す

る
こ

と
が

罰
則

付
で

禁
止

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
「

正
当

な
理

由
な

く
」

と
規

定
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

選
挙

運
動

の
た

め
に

自
ら

の
政

見
を

訴
え

る
目

的
で

あ
る

こ
と

、
局

部
に

つ
い

て
は

河
合

候
補

出
演

の
政

見
放

送
の

画
像

で
隠

さ
れ

て
い

る
こ

と
、

ポ
ス

タ
ー

に
占

め
る

裸
体

の
女

性
の

割
合

が
概

ね
半

分
程

度
で

あ
り

、
専

ら
好

色
的

趣
味

に
訴

え
る

も
の

で
な

い
こ

と
に

照
ら

す
と

、
同

条
例

違
反

に
該

当
し

な
い

も
の

と
い

え
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
つ

ば
さ

の
党

関
係

者
が

令
和

６
年

４
月

に
執

行
さ

れ
た

衆
議

院
議

員
補

欠
選

挙

（
東

京
都

第
１

５
区

）
に

お
い

て
、

警
視

庁
か

ら
の

警
告

を
無

視
し

、
そ

の
後

逮
捕

勾
留

さ
れ

た
経

緯
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
河

合
候

補
が

警
視

庁
か

ら
の

警
告

を
受

け
、

ポ
ス

タ
ー

を
撤

去
す

る
に

至
っ

た
の

も
、

警
告

に
従

わ
な

け
れ

ば
逮

捕
さ

れ
る

現
実

的
な

危
険

を
感

じ
た

こ
と

に
よ

り
な

さ
れ

た
も

の
で

、
候

補
者

の
自

由
な

意
思

に
よ

り
ポ

ス
タ

ー
を

撤
去

し
た

も
の

と
は

い
え

な
い

。
ま

た
、

そ
の

こ
と

に
よ

り
、

ポ
ル

ノ
表

現
に

寛
容

4
  

で
あ

り
、

東
京

都
青

少
年

防
止

条
例

の
見

直
し

や
運

用
改

善
を

主
張

す
る

河
合

候
補

の
政

見
を

広
め

る
こ

と
に

大
き

く
制

約
を

受
け

る
こ

と
に

な
っ

た
。

 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

警
告

が
さ

れ
た

こ
と

が
報

道
機

関
に

よ
り

報
道

さ
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
河

合

候
補

に
つ

い
て

犯
罪

者
で

あ
る

と
の

レ
ッ

テ
ル

が
世

間
か

ら
見

ら
れ

、
大

き
く

同
候

補
者

の
得

票
数

が
減

少
す

る
こ

と
に

な
っ

た
。

 

 
 

 
 

警
視

庁
の

当
該

措
置

は
憲

法
第

２
１

条
第

１
項

に
違

反
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
捜

査
機

関
に

つ
い

て
も

、
公

選
法

第
７

条
の

規
定

に
照

ら
せ

ば
、

「
主

と
し

て

選
挙

管
理

の
任

に
あ

る
機

関
」

に
該

当
し

、
少

な
く

と
も

選
挙

の
取

締
を

通
じ

て
警

視
庁

は
選

挙
の

管
理

執
行

に
密

接
に

関
連

す
る

事
務

を
行

う
者

に
該

当
す

る
と

い
う

べ
き

で
あ

り
、

仮
に

該
当

し
な

い
と

し
て

も
、

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文
の

規
定

は
存

在
し

な
い

が
、

選
挙

の
基

本
理

念
で

あ
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

が
著

し
く

阻
害

さ
れ

る
と

き
に

該
当

し
、

選
挙

の
無

効
原

因
を

構
成

す
る

。
 

 
 

 
 

河
合

候
補

は
、

草
加

市
議

会
議

員
選

挙
に

も
当

選
歴

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

当

選
人

の
小

池
ゆ

り
こ

候
補

（
以

下
「

小
池

候
補

」
と

い
う

。
）

と
大

き
く

得
票

差
が

あ
る

に
し

て
も

、
警

視
庁

の
警

告
の

影
響

の
重

大
性

等
を

踏
ま

え
る

と
、

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
生

じ
さ

せ
る

可
能

性
は

あ
る

と
い

え
る

。
 

 
 
（

4
）

黒
川

敦
彦

候
補

に
つ

い
て

、
勾

留
の

必
要

性
が

無
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
選

挙
運

動
期

間

中
勾

留
が

継
続

さ
れ

、
選

挙
取

締
機

関
に

よ
る

選
挙

運
動

へ
の

不
当

な
干

渉
が

あ
っ

た
こ

と
 

 
 

 
 

本
件

選
挙

で
黒

川
敦

彦
候

補
（

以
下

「
黒

川
候

補
」

と
い

う
。

）
は

立
候

補
し

た
が

、

令
和

６
年

４
月

に
執

行
さ

れ
た

衆
議

院
議

員
補

欠
選

挙
（

東
京

都
第

１
５

区
）

に
お

け
る

選
挙

の
自

由
妨

害
を

勾
留

理
由

と
し

て
、

本
件

選
挙

の
選

挙
運

動
期

間
中

警
視

庁
城

東
警

察
署

留
置

施
設

に
勾

留
さ

れ
た

状
態

が
継

続
し

、
保

釈
や

勾
留

停
止

が
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
政

見
放

送
に

も
出

ら
れ

ず
経

歴
放

送
に

限
ら

れ
、

街
頭

演
説

等
を

候
補

者
本

人
が

行
う

こ
と

も
許

さ
れ

な
か

っ
た

。
さ

ら
に

、
接

見
等

禁
止

決
定

に
よ

り
、

一
般

の
有

権
者

が
黒

川
候

補
と

面
会

す
る

こ
と

も
で

き
な

い
状

態
の

ま
ま

本
件

選
挙

が
実

施
さ

れ
た

。
 

 
 

 
 

し
か

し
、

黒
川

候
補

の
勾

留
に

つ
い

て
は

、
小

池
候

補
等

へ
の

妨
害

行
為

の
お

そ
れ

が

罪
証

隠
滅

の
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
と

し
て

、
勾

留
理

由
に

さ
れ

た
も

の
と

推
測

さ
れ

る
が

、

小
池

候
補

等
へ

の
妨

害
行

為
や

接
近

を
や

め
る

な
ど

を
勾

留
停

止
や

保
釈

の
条

件
と

す
る

こ
と

や
、

有
権

者
へ

の
影

響
の

大
き

い
政

見
放

送
の

収
録

時
の

み
で

も
勾

留
停

止
を

認
め

る
な

ど
の

方
策

が
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

。
推

定
無

罪
の

原
則

が
及

ぶ
こ

と
も

踏
ま

え
る

と
、

黒
川

候
補

が
選

挙
運

動
期

間
中

、
身

柄
が

勾
留

さ
れ

た
ま

ま
本

件
選

挙
が

執
行

さ
れ

た
こ

と
は

、
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ
る

機
関

が
選

挙
の

管
理

執
行

の
手

続
に

関
す



15 令和6年8月27日（火曜日） （第18133号）東　京　都　公　報

5
  

る
明

文
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
る

と
き

又
は

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文
の

規
定

は
存

在
し

な
い

が
、

選
挙

の
基

本
理

念
で

あ
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

が
著

し
く

阻
害

さ
れ

る
と

き
に

該
当

す
る

も
の

と
い

え
る

。
 

 
 

 
 

黒
川

候
補

は
、

本
件

選
挙

前
か

ら
小

池
候

補
の

こ
と

を
強

く
非

難
し

て
お

り
、

黒
川

候

補
に

よ
る

政
見

放
送

や
街

頭
演

説
等

が
行

わ
れ

て
い

れ
ば

、
小

池
候

補
の

得
票

に
大

き
な

影
響

が
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
、

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
っ

た
と

い
え

る
。

 

（
5
）

当
委

員
会

や
選

挙
長

の
告

示
が

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

規
程

や
東

京
都

選
挙

執
行

規

程
に

違
反

し
原

則
的

告
示

方
法

で
あ

る
東

京
都

公
報

に
よ

ら
ず

に
、

特
別

な
理

由
が

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
都

庁
内

の
掲

示
場

に
お

け
る

掲
示

に
よ

り
な

さ
れ

、
選

挙
人

へ
の

十
分

な
周

知
が

さ
れ

な
か

っ
た

こ
と

 

 
 

 
 

本
件

選
挙

に
お

け
る

当
委

員
会

に
よ

る
選

挙
長

及
び

同
職

務
執

行
代

行
者

の
氏

名
及

び

住
所

の
告

示
、

当
選

人
の

氏
名

及
び

住
所

の
告

示
、

選
挙

長
に

よ
る

立
候

補
者

の
届

出
及

び
届

出
内

容
の

変
更

の
告

示
に

つ
い

て
は

、
東

京
都

公
報

に
よ

り
な

さ
れ

る
こ

と
な

く
、

東
京

都
庁

本
庁

舎
１

階
の

掲
示

板
に

掲
示

す
る

方
法

よ
り

「
告

示
」

さ
れ

た
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

し
か

し
、

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

規
程

（
昭

和
４

４
年

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

規

程
第

１
号

）
第

１
２

条
の

「
委

員
会

が
特

に
必

要
と

認
め

る
と

き
」

及
び

東
京

都
選

挙
執

行
規

程
（

平
成

１
２

年
東

京
都

選
挙

管
理

委
員

会
告

示
第

３
６

号
）

第
４

条
の

「
こ

れ
ら

の
方

法
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
」

と
は

、
天

災
等

に
よ

り
東

京
都

公
報

が
発

行
で

き
な

い
緊

急
の

事
態

が
あ

る
場

合
に

限
定

さ
れ

る
と

い
う

べ
き

で
、

原
則

的
告

示
方

法
で

あ
る

東
京

都
公

報
に

掲
載

さ
れ

な
か

っ
た

こ
と

で
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
や

郵
送

等
を

通
じ

て
東

京
都

公
報

を
閲

覧
す

る
機

会
を

失
わ

せ
、

有
権

者
は

わ
ざ

わ
ざ

都
庁

に
出

向
か

な
け

れ
ば

告
示

内
容

や
選

挙
長

及
び

候
補

者
の

情
報

を
正

確
に

知
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

い
う

の
は

、
告

示
方

法
に

違
法

が
あ

り
、

掲
示

板
に

よ
る

告
示

は
無

効
で

選
挙

無
効

事
由

が
あ

る
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

 

(
6
)
 
多

摩
市

の
選

挙
人

名
簿

に
登

録
さ

れ
て

い
る

令
和

６
年

３
月

２
０

日
か

ら
２

７
日

に
転

入
届

を
提

出
し

た
有

権
者

に
つ

い
て

、
期

日
前

投
票

や
不

在
者

投
票

の
申

出
を

不
当

に
拒

絶
し

た
違

法
が

あ
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

 

多
摩

市
選

挙
管

理
委

員
会

（
以

下
「

多
摩

市
選

管
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

東
京

都

議
会

議
員

補
欠

選
挙

（
南

多
摩

選
挙

区
）

（
以

下
「

都
議

補
選

」
と

い
う

。
）

の
選

挙
時

基
準

日
に

登
録

さ
れ

た
令

和
６

年
３

月
２

０
日

か
ら

同
月

２
７

日
に

多
摩

市
に

転
入

届
を

提
出

し
た

有
権

者
に

対
し

て
、

投
票

所
入

場
券

の
配

布
が

選
挙

当
日

に
ず

れ
込

ん
だ

と
い

6
  

う
事

態
が

生
じ

た
。

 

当
日

投
票

そ
の

も
の

は
で

き
た

と
し

て
も

、
多

摩
市

選
管

が
誤

解
し

て
都

議
補

選
の

選

挙
時

に
登

録
さ

れ
た

有
権

者
に

対
し

、
不

在
者

投
票

や
期

日
前

投
票

に
訪

れ
た

有
権

者
に

対
し

て
投

票
で

き
な

い
と

誤
っ

た
説

明
を

し
た

り
、

ま
た

、
そ

も
そ

も
投

票
所

入
場

券
が

送
付

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

投
票

で
き

な
い

も
の

と
誤

信
さ

せ
、

選
挙

運
動

期
間

が
終

了
し

た
選

挙
当

日
な

っ
て

投
票

で
き

る
と

伝
え

ら
れ

、
有

権
者

の
投

票
行

動
に

大
き

な
影

響
を

与
え

た
可

能
性

も
あ

る
。

 

（
7
）

檜
原

村
開

票
区

内
で

投
票

用
紙

を
二

重
に

交
付

し
た

選
挙

人
が

あ
る

こ
と

 

 
 

 
 

檜
原

村
開

票
区

に
お

い
て

、
持

ち
帰

り
票

が
マ

イ
ナ

ス
１

票
と

な
り

、
投

票
者

数
よ

り

投
票

総
数

が
1
票

多
く

な
っ

た
事

態
が

生
じ

て
い

る
。

 

 
 

こ
れ

は
、

投
票

用
紙

を
２

票
誤

っ
て

交
付

し
た

可
能

性
が

高
く

、
公

選
法

第
３

６
条

に

違
反

す
る

も
の

で
、

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

（
8
）

選
挙

会
に

お
い

て
公

職
選

挙
法

施
行

令
第

８
４

条
の

規
定

す
る

得
票

数
の

朗
読

を
欠

い

て
い

る
こ

と
等

選
挙

会
の

手
続

に
違

法
が

あ
っ

た
こ

と
 

 
 

そ
も

そ
も

選
挙

長
の

告
示

が
適

法
に

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
は

上
記

２
(
5
)
で

述
べ

た

と
お

り
、

公
職

選
挙

法
施

行
令

（
昭

和
２

５
年

政
令

第
８

９
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
第

８
１

条
に

違
反

し
違

法
で

あ
る

。
 

申
出

人
が

選
挙

会
の

参
観

を
求

め
た

と
こ

ろ
、

当
初

は
参

観
を

拒
絶

さ
れ

、
申

出
人

の

指
摘

に
よ

り
よ

う
や

く
参

観
が

可
能

に
な

っ
た

。
こ

の
措

置
は

、
公

選
法

第
８

２
条

の
規

定
に

違
反

す
る

も
の

で
あ

り
、

当
委

員
会

や
選

挙
長

が
選

挙
人

の
参

観
に

よ
る

監
視

の
も

と
、

選
挙

の
公

正
の

担
保

を
確

保
す

る
と

い
う

選
挙

会
の

意
義

を
正

し
く

理
解

せ
ず

、
申

出
人

が
来

る
前

の
参

観
希

望
者

や
あ

る
い

は
事

前
に

電
話

等
で

問
合

せ
の

あ
っ

た
選

挙
人

に
対

し
て

参
観

で
き

な
い

と
誤

っ
た

説
明

し
て

選
挙

人
の

参
観

す
る

権
利

を
侵

害
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
選

挙
会

の
手

続
に

違
法

が
あ

り
、

選
挙

会
が

無
効

で
あ

る
以

上
、

本
件

選
挙

は
無

効
で

あ
る

。
 

そ
し

て
、

実
際

に
行

わ
れ

た
選

挙
会

も
施

行
令

第
８

４
条

で
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
る

候

補
者

の
得

票
総

数
の

朗
読

の
手

続
が

さ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
た

だ
し

書
に

規
定

さ
れ

て
い

る
得

票
総

数
の

掲
示

等
の

代
替

措
置

も
さ

れ
て

お
ら

ず
、

参
観

人
が

選
挙

結
果

を
知

る
機

会
が

喪
失

さ
れ

、
選

挙
の

公
正

の
担

保
を

確
保

す
る

と
い

う
選

挙
会

の
意

義
が

大
き

く
失

わ
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

 

さ
ら

に
、

選
挙

会
に

お
い

て
得

票
総

数
の

計
算

の
手

続
も

あ
ら

か
じ

め
選

挙
会

前
に

行

わ
れ

、
単

に
そ

の
結

果
が

資
料

と
し

て
選

挙
長

や
選

挙
立

会
人

に
配

布
さ

れ
た

の
み

で
あ

り
、

当
選

人
の

認
定

も
選

挙
長

が
選

挙
立

会
人

に
異

議
が

な
い

か
尋

ね
た

の
み

で
、

被
選
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挙
権

の
存

在
を

認
定

さ
せ

た
根

拠
資

料
を

選
挙

立
会

人
に

閲
覧

さ
せ

ず
、

公
開

の
選

挙
会

の
場

に
お

け
る

実
質

的
審

査
が

行
わ

れ
ず

、
選

挙
立

会
人

に
お

い
て

た
だ

こ
れ

を
承

認
す

る
の

み
の

機
会

し
か

与
え

ら
れ

ず
、

開
票

録
の

写
し

等
の

閲
覧

の
機

会
も

与
え

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

当
委

員
会

は
、

選
挙

人
が

参
観

さ
せ

る
こ

と
を

前
提

と
す

る
規

定
を

意
図

的
に

不
履

行

に
し

て
い

る
。

当
選

人
決

定
手

続
の

選
挙

無
効

原
因

に
つ

い
て

は
、

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
争

訟
（

公
選

法
第

２
０

２
条

な
い

し
第

２
０

５
条

）
に

よ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
審

理
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

当
該

違
法

は
選

挙
の

規
定

に
違

反
し

、
選

挙
会

に
お

け
る

参
観

人
の

参
加

を
当

初
拒

否
し

た
こ

と
及

び
得

票
数

の
朗

読
を

行
わ

な
か

っ
た

こ
と

、
被

選
挙

権
の

認
定

や
得

票
総

数
の

計
算

の
過

程
の

資
料

を
選

挙
立

会
人

に
確

認
す

る
機

会
を

与
え

な
か

っ
た

こ
と

は
、

結
局

著
し

く
選

挙
の

公
正

を
疑

わ
し

め
る

に
足

る
も

の
で

あ
っ

て
、

不
正

行
為

が
行

わ
れ

得
る

可
能

性
を

有
す

る
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
る

。
か

か
る

違
法

事
実

は
、

現
実

に
不

正
行

為
が

行
わ

れ
た

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

常
に

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
公

選
法

第
２

０
５

条
の

「
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虜

が
あ

る
場

合
」

に
該

当
す

る
と

い
わ

な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

 

な
お

、
仮

に
選

挙
無

効
事

由
に

該
当

し
な

い
と

し
て

も
、

選
挙

会
の

手
続

の
違

法
は

当

選
無

効
事

由
に

該
当

す
る

こ
と

か
ら

、
予

備
的

に
当

選
無

効
事

由
を

主
張

す
る

。
 

（
9
）

そ
の

他
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
過

誤
が

あ
る

こ
と

 

 
 

 
 

上
記

の
事

項
以

外
に

も
、

本
件

選
挙

に
お

い
て

、
申

出
人

が
把

握
し

き
れ

な
い

選
挙

の

規
定

の
違

法
が

あ
っ

た
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

、
区

市
町

村
選

管
か

ら
の

当
委

員
会

へ
の

報
告

等
を

通
じ

て
職

権
等

に
よ

り
調

査
の

上
、

審
理

判
断

さ
れ

た
い

。
 

  
 

決
定

の
理

由
 

 

当
委

員
会

は
、

本
件

各
異

議
の

申
出

は
形

式
的

要
件

を
備

え
た

適
法

な
も

の
と

認
め

、
こ

れ
を

受
理

し
た

。
 

ま
た

、
申

出
人

か
ら

公
選

法
第

２
１

６
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
行

政
不

服
審

査
法

（
平

成
２

６
年

法
律

第
６

８
号

）
第

３
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

口
頭

意
見

陳
述

の

申
立

て
が

あ
っ

た
た

め
、

令
和

６
年

８
月

７
日

に
申

出
人

に
よ

る
口

頭
意

見
陳

述
を

実
施

し

た
。

 

な
お

、
申

出
人

か
ら

は
公

選
法

第
２

１
６

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

行
政

不
服

審
査

8
  

法
第

３
３

条
の

規
定

に
基

づ
く

物
件

提
出

の
要

求
の

申
立

て
及

び
当

委
員

会
が

公
選

法
第

２

１
２

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
証

人
尋

問
実

施
す

る
よ

う
求

め
る

請
求

が
な

さ
れ

て
い

る

が
、

当
委

員
会

が
本

決
定

を
行

う
に

あ
た

り
、

い
ず

れ
も

そ
の

実
施

の
必

要
性

は
な

い
も

の

と
判

断
し

た
。

 

上
記

を
踏

ま
え

、
当

委
員

会
は

慎
重

か
つ

厳
正

に
審

理
し

た
。

そ
の

結
果

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

第
１

 
公

選
法

の
定

め
 

本
件

各
異

議
の

申
出

に
関

す
る

公
選

法
の

定
め

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

（
選

挙
会

及
び

選
挙

分
会

の
開

催
場

所
）

 

第
７

７
条

 
選

挙
会

は
、

都
道

府
県

庁
又

は
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

選

挙
管

理
委

員
会

（
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

又
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
つ

い
て

は
中

央
選

挙
管

理
会

、
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
管

理
委

員
会

）
の

指
定

し
た

場
所

で
開

く
。

 

２
 

選
挙

分
会

は
、

都
道

府
県

庁
又

は
都

道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
の

指
定

し
た

場

所
で

開
く

。
 

（
選

挙
会

及
び

選
挙

分
会

の
場

所
及

び
日

時
）

 

第
７

８
条

 
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

選
挙

管
理

委
員

会
（

衆
議

院
比

例

代
表

選
出

議
員

又
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
つ

い
て

は
中

央
選

挙
管

理
会

、
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
管

理
委

員
会

）
は

あ
ら

か
じ

め
選

挙
会

の
場

所
及

び
日

時
を

、
都

道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

あ
ら

か
じ

め
選

挙
分

会
の

場
所

及
び

日
時

を
、

そ
れ

ぞ
れ

告
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
選

挙
会

又
は

選
挙

分
会

の
開

催
）

 

第
８

０
条

 
選

挙
長

（
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

若
し

く
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出

議
員

の
選

挙
又

は
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

お
け

る
選

挙
長

を
除

く
。

）
又

は
選

挙
分

会
長

は
、

全
て

の
開

票
管

理
者

か
ら

第
６

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

受
け

た
日

又
は

そ
の

翌
日

に
選

挙
会

又
は

選
挙

分
会

を
開

き
、

選
挙

立
会

人
立

会
い

の
上

、
そ

の
報

告
を

調
査

し
、

各
公

職
の

候
補

者
（

公
職

の
候

補
者

た
る

参
議

院
名

簿
登

載
者

を
含

む
。

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
、

各
衆

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
又

は
各

参
議

院
名

簿
届

出
政

党
等

の
得

票
総

数
（

各
参

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
の

得
票

総
数

に
あ

つ
て

は
、

当
該

参
議

院
名

簿
届

出
政

党
等

に
係

る
各

参
議

院
名

簿
登

載
者
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（
当

該
選

挙
の

期
日

に
お

い
て

公
職

の
候

補
者

た
る

者
に

限
る

。
）

の
得

票
総

数
を

含
む

も
の

を
い

う
。

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

計
算

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
条

第
１

項
の

場
合

に
お

い
て

は
、

選
挙

長
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、

投
票

の
点

検
の

結
果

に
よ

り
、

各
公

職
の

候
補

者
の

得
票

総
数

を
計

算
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

第
１

項
に

規
定

す
る

選
挙

長
又

は
選

挙
分

会
長

は
、

選
挙

の
一

部
が

無
効

と
な

り

再
選

挙
を

行
つ

た
場

合
に

お
い

て
第

６
６

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

第
１

項
の

規
定

の
例

に
よ

り
、

他
の

部
分

の
報

告
と

と
も

に
、

更
に

こ
れ

を
調

査
し

、
各

公
職

の
候

補
者

、
各

衆
議

院
名

簿
届

出
政

党
等

又
は

各
参

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
の

得
票

総
数

を
計

算
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
選

挙
会

及
び

選
挙

分
会

の
参

観
）

 

第
８

２
条

 
選

挙
人

は
、

そ
の

選
挙

会
及

び
選

挙
分

会
の

参
観

を
求

め
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

（
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

又
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

以
外

の
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

）
 

第
９

５
条

 
衆

議
院

（
比

例
代

表
選

出
）

議
員

又
は

参
議

院
（

比
例

代
表

選
出

）
議

員

の
選

挙
以

外
の

選
挙

に
お

い
て

は
、
有

効
投

票
の

最
多

数
を

得
た

者
を

も
つ

て
当

選
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

の
区

分
に

よ
る

得
票

が
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
の

選
挙

 
有

効
投

票
の

総
数

の
６

分
の

１
以

上
の

得
票

 

二
 

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議
員

の
選

挙
 

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

を
も

つ
て

有
効

投
票

の
総

数
を

除
し

て
得

た
数

の
６

分
の

１
以

上

の
得

票
。

た
だ

し
、

選
挙

す
べ

き
議

員
の

数
が

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区

内
の

議
員

の
定

数
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
選

挙
す

べ
き

議
員

の
数

を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得
た

数
の

６
分

の
１

以
上

の
得

票
 

三
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

の
選

挙
 

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

（
選

挙
区

が
な

い
と

き
は

、
議

員
の

定
数

）
を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得

た
数

の
４

分
の

１
以

上
の

得
票

 

四
 

地
方

公
共

団
体

の
長

の
選

挙
 

有
効

投
票

の
総

数
の

４
分

の
１

以
上

の
得

票
 

（
第

２
項

省
略

）
 

（
文

書
図

画
の

掲
示

）
 

第
１

４
３

条
 

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

文
書

図
画

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
も

の
（

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

第
１

号
、

1
0
 

 

第
２

号
、

第
４

号
、

第
４

号
の

２
及

び
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
つ

て
衆

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
が

使
用

す
る

も
の

）
の

ほ
か

は
、

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

一
 

選
挙

事
務

所
を

表
示

す
る

た
め

に
、
そ

の
場

所
に

お
い

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
､

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

二
 

第
１

４
１

条
の

規
定

に
よ

り
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
さ

れ
る

自
動

車
又

は
船

舶
に

取
り

付
け

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

三
 

公
職

の
候

補
者

（
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

の
選

挙
に

お
け

る
候

補
者

た
る

参
議

院
名

簿
登

載
者

で
第

８
６

条
の

３
第

１
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

優
先

的
に

当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

と
し

て
そ

の
氏

名
及

び
当

選
人

と
な

る
べ

き
順

位
が

参

議
院

名
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

た
す

き
、

胸
章

及

び
腕

章
の

類
 

四
 

演
説

会
場

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

四
の

二
 

屋
内

の
演

説
会

場
内

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
掲

示
す

る
映

写
等

の
類

 

四
の

三
 

個
人

演
説

会
告

知
用

ポ
ス

タ
ー

（
衆

議
院

小
選

挙
区

選
出

議
員

、
参

議
院

選
挙

区
選

出
議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

の
場

合
に

限
る

。
）

 

五
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

ほ
か

、
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
（

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

公
職

の
候

補
者

た
る

参

議
院

名
簿

登
載

者
（

第
８

６
条

の
３

第
１

項
後

段
の

規
定

に
よ

り
優

先
的

に
当

選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
と

し
て

そ
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

が
参

議

院
名

簿
に

記
載

さ
れ

て
い

る
者

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

（
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

）
 

第
１

４
４

条
の

２
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
、

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

に
お

い
て

は
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
４

３
条

第
１

項
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
（

衆
議

院
小

選
挙

区
選

出
議

員
の

選
挙

に
お

い
て

候
補

者
届

出
政

党
が

使
用

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

掲
示

場
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
掲

示
場

の
総

数
は

、
１

投
票

区
に

つ
き

５
箇

所
以

上
１

０
箇

所
以

内
に

お

い
て

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
都

道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
と

協
議

の
上

、
そ

の
総

数
を

減
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。
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1
 

 

３
 

第
１

項
の

掲
示

場
は

、
市

町
村

の
選

挙
管

理
委

員
会

が
、

投
票

区
ご

と
に

、
政

令

で
定

め
る

基
準

に
従

い
、

公
衆

の
見

や
す

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

４
 

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
項

の
掲

示
場

を
設

置
し

た
と

き
は

、
直

ち

に
、

そ
の

掲
示

場
の

設
置

場
所

を
告

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

公
職

の
候

補
者

は
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
、

あ
ら

か
じ

め
告

示
す

る
日

か
ら

第
１

４
３

条
第

１
項

第
４

号
の

３
及

び
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
そ

れ
ぞ

れ
１

枚
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
公

職
の

候
補

者
に

対
し

、
事

情
の

許
す

限
り

便
宜

を
供

与
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

公
職

の
候

補
者

１
人

が
掲

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
掲

示

場
の

区
画

は
、

縦
及

び
横

そ
れ

ぞ
れ

４
２

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上
と

す
る

。
 

７
 

前
各

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
の

掲

示
の

順
序

そ
の

他
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
る

。
 

（
第

８
項

以
下

省
略

）
 

（
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

員
及

び
長

の
選

挙
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
及

び
審

査
の

申
立

て
）

 

第
２

０
２

条
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

及
び

長
の

選
挙

に
お

い
て

、
そ

の
選

挙

の
効

力
に

関
し

不
服

が
あ

る
選

挙
人

又
は

公
職

の
候

補
者

は
、

当
該

選
挙

の
日

か
ら

１
４

日
以

内
に

、
文

書
で

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

に
対

し
て

異
議

を
申

し
出

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

第
２

項
省

略
）

 

（
選

挙
の

無
効

の
決

定
、

裁
決

又
は

判
決

）
 

第
２

０
５

条
 

選
挙

の
効

力
に

関
し

異
議

の
申

出
、

審
査

の
申

立
て

又
は

訴
訟

の
提

起

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
る

と
き

は
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
選

挙
管

理
委

員
会

又
は

裁
判

所
は

、
そ

の
選

挙
の

全
部

又
は

一
部

の
無

効
を

決
定

し
、

裁
決

し
又

は
判

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

1
2
 

 

（
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

員
又

は
長

の
当

選
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
及

び
審

査
の

申
立

て
）

 

第
２

０
６

条
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

又
は

長
の

選
挙

に
お

い
て

そ
の

当
選

の

効
力

に
関

し
不

服
が

あ
る

選
挙

人
又

は
公

職
の

候
補

者
は

、
第

１
０

１
条

の
３

第
２

項
又

は
第

１
０

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
告

示
の

日
か

ら
１

４
日

以
内

に
、

文
書

で
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

選
挙

管
理

委
員

会
に

対
し

て
異

議
を

申
し

出
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
（

第
２

項
省

略
）

 

（
選

挙
人

等
の

出
頭

及
び

証
言

の
請

求
）

 

第
２

１
２

条
 

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
本

章
に

規
定

す
る

異
議

の
申

出
又

は
審

査
の

申

立
て

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
決

定
又

は
裁

決
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
選

挙
人

そ
の

他
の

関
係

人
の

出
頭

及
び

証
言

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
（

第
２

項
以

下
省

略
）

 

 

第
２

 
認

定
し

た
事

実
 

(
1
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
の

氏
名

及
び

そ
れ

ぞ
れ

の
得

票
数

は
別

紙
１

の
と

お

り
で

あ
り

、
小

池
候

補
が

有
効

投
票

の
最

多
数

（
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
）

を
得

て

当
選

人
と

な
っ

た
。

 

(
2
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
各

投
票

区
に

設
け

ら
れ

た
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
は

４
８

の
区

画

が
指

定
さ

れ
（

以
下

、
こ

の
区

画
を

「
既

存
区

画
」
と

い
う

。
）
、
既

存
区

画
が

不
足

す

る
場

合
は

、
次

の
よ

う
に

対
応

す
る

こ
と

と
さ

れ
た
（

以
下

、
こ

れ
に

よ
り

設
け

ら
れ

た

区
画

を
「

外
周

区
画

」
と

い
う

。
）

。
 

ア
 

原
則

、
掲

示
場

下
辺

に
４

９
番

以
降

の
外

周
区

画
を

指
定

 

イ
 

立
地

上
、

下
辺

掲
示

が
困

難
な

場
合

は
、

右
左

辺
、

上
辺

の
順

に
、

外
周

区
画

を

割
振

り
 

ウ
 

既
存

区
画

の
枠

線
迄

の
余

白
部

分
で

固
定

 

エ
 

当
委

員
会

か
ら

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
・

画
鋲

等
の

固
定

用
道

具
を

提
供

 

(
3
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
は

、
最

終
的

に
５

６
人

と
な

っ
た

た
め

、
受

付
順

が

４
９

番
目

以
降

の
候

補
者

に
つ

い
て

は
、

外
周

区
画

に
掲

示
す

る
こ

と
と

な
り

、
こ

れ

に
よ

る
こ

と
と

な
っ

た
各

候
補

者
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

か
ら

申
出

が
あ

っ
た

枚
数

分
の

ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

・
画

鋲
等

の
固

定
用

道
具

を
提

供
さ

れ
た

（
各

候
補

者
別

の
固

定
用

道

具
の

提
供

状
況

は
別

紙
２

の
と

お
り

）
。

 

(
4
)
 外

周
区

画
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
こ

と
と

な
っ

た
者

（
以

下
「

外
周

区
画

設
置

者
」
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と
い

う
。

）
は

、
別

紙
１

に
外

周
区

画
と

記
載

さ
れ

た
８

人
で

あ
り

、
そ

の
う

ち
の

最

多
得

票
者

で
あ

る
ひ

ま
そ

ら
あ

か
ね

候
補

（
以

下
「

ひ
ま

そ
ら

候
補

」
と

い
う

。
）

の

得
票

数
は

１
１

０
，

１
９

６
票

、
そ

の
得

票
率

は
１

．
６

２
％

で
あ

っ
た

。
 

(
5
)
 
本

件
選

挙
に

お
い

て
千

代
田

区
選

挙
管

理
委

員
会

（
以

下
「

千
代

田
区

選
管

」
と

い

う
。

）
が

設
置

予
定

の
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

は
１

０
９

か
所

で
あ

っ
た

が
、

告
示

日
で

あ

る
令

和
６

年
６

月
２

０
日

の
午

後
３

時
時

点
で

、
１

４
か

所
が

未
設

置
で

あ
っ

た
。

そ

の
後

、
深

夜
に

、
す

べ
て

の
掲

示
場

（
１

０
９

か
所

）
へ

の
設

置
が

完
了

し
た

。
 

（
6
）

河
合

候
補

が
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
掲

示
し

た
ポ

ス
タ

ー
に

関
し

て
、

警
視

庁
が

告
示

日
当

日
の

令
和

６
年

６
月

２
０

日
に

、
東

京
都

迷
惑

防
止

条
例

に
抵

触
す

る
お

そ
れ

が

あ
る

と
し

て
同

候
補

に
対

し
て

警
告

を
行

っ
た

と
の

報
道

が
あ

っ
た

。
 

（
7
）
黒

川
候

補
に

つ
い

て
は

、
令

和
６

年
４

月
２

８
日

執
行

の
衆

議
院

議
員

補
欠

選
挙
（

東

京
都

第
１

５
区

）
に

お
い

て
、

他
の

立
候

補
者

陣
営

の
街

頭
演

説
を

大
音

量
の

暴
言

な

ど
で

妨
害

し
た

と
し

て
、

同
年

５
月

１
７

日
に

警
視

庁
に

自
由

妨
害

罪
容

疑
で

逮
捕

さ

れ
た

と
の

報
道

が
あ

っ
た

。
 

（
8
）

告
示

方
法

に
つ

い
て

は
、

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

規
程

第
１

２
条

及
び

東
京

都
選

挙
執

行
規

程
第

４
条

に
基

づ
き

、
東

京
都

庁
本

庁
舎

掲
示

板
に

掲
示

す
る

方
法

に
よ

り

行
っ

た
。

 

（
9
）

多
摩

市
に

お
い

て
本

件
選

挙
及

び
都

議
補

選
の

投
票

所
入

場
券

２
９

３
世

帯
（

３
５

５
名

）
分

の
送

付
漏

れ
が

あ
っ

た
。

該
当

世
帯

分
は

、
令

和
６

年
７

月
６

日
の

夕
方

か

ら
、

翌
７

日
の

正
午

に
か

け
て

市
職

員
が

配
付

対
応

を
行

っ
た

。
 

（
1
0
）

檜
原

村
の

期
日

前
投

票
所

（
檜

原
村

役
場

）
に

お
い

て
、

本
件

選
挙

の
投

票
用

紙
が

１
枚

不
足

し
て

い
る

こ
と

が
発

見
さ

れ
、

檜
原

村
選

挙
管

理
委

員
会

が
有

権
者

１
人

に

対
し

て
投

票
用

紙
の

二
重

交
付

が
あ

っ
た

と
判

断
す

る
事

態
が

発
生

し
た

。
 

（
1
1
）

本
件

選
挙

の
選

挙
会

に
つ

い
て

は
、

令
和

６
年

７
月

８
日

午
後

２
時

か
ら

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

室
（

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
二

丁
目

８
番

１
号

 
東

京
都

庁
第

一
本

庁

舎
北

塔
４

０
階

）
に

お
い

て
開

催
さ

れ
た

。
 

な
お

、
当

委
員

会
は

、
公

選
法

第
７

８
条

の
規

定
に

よ
り

同
年

６
月

２
０

日
に

本
件

選
挙

の
選

挙
会

の
日

時
及

び
場

所
に

つ
い

て
告

示
し

て
い

る
。

 

 

第
３

 
申

出
人

の
主

張
に

対
す

る
当

委
員

会
の

判
断

 

(
1
)
 
選

挙
の

効
力

に
関

し
て

争
う

争
訟

に
お

い
て

は
、

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と

が
あ

る
と

き
は

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

に
限

り
」

、
当

該
選

挙

の
全

部
又

は
一

部
が

無
効

と
さ

れ
る

（
公

選
法

第
２

０
５

条
第

１
項

）
。

 

1
4
 

 

 
こ

こ
で

、
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

」
と

は
、

「
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ

る
機

関
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

、
又

は

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文
の

規
定

が
な

く
と

も
、

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の
原

則
が

著
し

く
阻

害
さ

れ
る

こ
と

を
指

す
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
７

年
１

２
月

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

６
１

年
２

月
１

８

日
判

決
、

最
高

裁
判

所
平

成
３

１
年

２
月

２
８

日
判

決
）

も
の

で
あ

り
、

「
選

挙
の

結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
、

「
そ

の
選

挙
の

管
理

執
行

手
続

に
関

す

る
規

定
違

反
が

な
か

っ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現

実
に

生
じ

た
と

こ
ろ

と
異

な
っ

た
結

果
の

生
ず

る
可

能
性

の
あ

る
場

合
を

い
う

」
（

最

高
裁

判
所

昭
和

２
９

年
９

月
２

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

５
１

年
９

月
３

０
日

判

決
、

東
京

高
等

裁
判

所
平

成
２

５
年

１
２

月
９

日
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
れ

を
本

件
に

当
て

は
め

る
と

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法
の

基
本

理
念

た
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

を
著

し
く

阻
害

す
る

も

の
で

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

取
扱

い
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
な

ら
ば

、
本

件
選

挙
に

お
け

る

有
効

投
票

で
あ

る
６

，
８

２
３

，
２

４
２

票
の

最
多

数
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
を

上

回
る

得
票

を
得

た
者

が
生

ず
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

本
件

選
挙

が
無

効
と

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 

(
2
)
 
そ

こ
で

、
ま

ず
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

た
と

き
に

、

本
件

選
挙

に
お

け
る

最
多

得
票

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

得
票

を
得

た
者

が

生
ず

る
可

能
性

の
有

無
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

本
件

選
挙

に
お

け
る

得
票

数
は

、
そ

の
多

い
順

に
、

小
池

候
補

の
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
、

石
丸

伸
二

候
補

の
１

，
６

５
８

，
３

６
３

．
４

０
６

票
、

蓮
舫

候
補

の
１

，

２
８

３
，
２

６
２

票
、
田

母
神

と
し

お
候

補
の

２
６

７
，
６

９
９

票
等

と
な

っ
て

お
り

、

外
周

区
画

設
置

者
の

う
ち

の
最

多
得

票
は

ひ
ま

そ
ら

候
補

の
１

１
０

，
１

９
６

票
と

な

っ
て

い
る

。
 

上
記

の
う

ち
ひ

ま
そ

ら
候

補
以

外
の

者
は

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
を

受
け

て
な

い
者

で
あ

り
、

外
周

区
画

設
置

者
の

存
在

に
よ

っ
て

そ
の

得
票

数
が

影
響

を
受

け
た

こ

と
を

示
す

事
情

は
見

当
た

ら
な

い
。

 

一
方

、
ひ

ま
そ

ら
候

補
は

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
て

い
る

が
、

そ
の

得
票

数
が

小
池

候
補

の
得

票
数

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

た
め

に
は

、
現

実
の

得

票
数

で
あ

る
１

１
０

，
１

９
６

票
に

加
え

て
そ

の
約

２
５

．
４

８
倍

で
あ

る
２

，
８

０

７
，

８
２

０
票

以
上

の
得

票
が

必
要

と
な

る
と

こ
ろ

、
同

人
の

ポ
ス

タ
ー

が
既

存
区

画

に
設

置
さ

れ
た

と
し

た
場

合
に

、
こ

れ
だ

け
の

得
票

を
得

る
可

能
性

を
示

す
事

情
は

見
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当
た

ら
な

い
。

 

ま
た

、
同

人
以

外
の

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
た

候
補

者
の

う
ち

、
同

人
の

得
票

を
超

え
る

得
票

を
得

る
可

能
性

が
あ

る
者

の
存

在
を

示
す

事
情

も
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

て
も

、
候

補
者

の
当

落
に

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
な

っ
た

結
果

の
生

ず
る

可
能

性
は

な
か

っ
た

も

の
と

判
断

さ
れ

る
。

 

(
3
)
 
次

に
、

申
出

人
は

本
件

選
挙

に
立

候
補

し
た

河
合

候
補

や
黒

川
候

補
に

対
す

る
警

視

庁
に

よ
る

警
告

等
が

あ
っ

た
と

、
そ

れ
が

選
挙

運
動

へ
の

不
当

な
干

渉
で

あ
る

と
主

張

す
る

が
、

そ
れ

ら
の

行
為

を
違

法
と

す
る

司
法

判
断

は
見

当
た

ら
ず

、
そ

れ
ら

の
行

為

が
な

か
っ

た
な

ら
ば

候
補

者
の

当
落

に
現

実
に

生
じ

た
と

こ
ろ

と
異

な
っ

た
結

果
の

生

ず
る

可
能

性
を

示
す

事
情

も
見

当
た

ら
な

い
。

 

(
4
)
 さ

ら
に

、
申

出
人

は
千

代
田

区
選

管
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
一

部
設

置
遅

れ
、

当
委

員
会

及
び

選
挙

長
に

よ
り

行
わ

れ
た

告
示

方
法

の
違

法
性

、
多

摩
市

選
管

に
よ

る

投
票

所
入

場
券

の
一

部
配

布
遅

延
、

檜
原

村
開

票
区

に
お

け
る

投
票

用
紙

の
二

重
交

付

及
び

選
挙

会
の

手
続

の
違

法
性

等
を

主
張

す
る

が
、

こ
れ

ら
は

い
ず

れ
も

本
件

選
挙

に

立
候

補
し

た
全

候
補

者
に

等
し

く
影

響
を

及
ぼ

す
事

柄
で

あ
り

、
選

挙
結

果
に

影
響

を

及
ぼ

す
よ

う
な

得
票

数
の

異
動

が
生

じ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

(
5
)
 
ま

た
、

申
出

人
は

選
挙

会
の

手
続

の
違

法
性

を
理

由
に

予
備

的
に

当
選

人
で

あ
る

小

池
候

補
の

当
選

無
効

を
主

張
し

て
い

る
。

 

そ
も

そ
も

公
選

法
第

２
０

６
条

第
１

項
の

定
め

る
当

選
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
の

理
由

と
な

る
当

選
無

効
原

因
と

は
、
当

選
人

の
決

定
に

違
法

の
事

由
が

あ
る

こ
と

、

す
な

わ
ち

、
当

選
人

を
決

定
し

た
選

挙
会

の
構

成
に

違
法

が
あ

る
こ

と
、

決
定

手
続

に

違
法

が
あ

る
こ

と
、

決
定

内
容

－
た

と
え

ば
投

票
の

有
効

無
効

の
判

定
、

各
候

補
者

の

有
効

得
票

数
の

算
定

、
当

選
人

と
な

り
得

る
資

格
の

有
無

の
認

定
－

に
違

法
が

あ
る

こ

と
（

同
旨

・
名

古
屋

高
等

裁
判

所
平

成
４

年
１

２
月

１
７

日
判

決
、

大
阪

高
等

裁
判

所

昭
和

３
０

年
９

月
２

９
日

判
決

、
東

京
高

等
裁

判
所

昭
和

２
８

年
２

月
１

７
日

判
決

等
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

本
件

選
挙

会
は

、
予

め
告

示
さ

れ
た

上
で

、
選

挙
立

会
人

３
名

に
よ

る
立

会
い

及
び

選
挙

人
２

名
に

よ
る

参
観

の
下

に
開

か
れ

、
そ

こ
に

お
い

て
得

票
総

数
等

を
記

し
た

資

料
に

よ
り

、
各

候
補

者
の

有
効

得
票

数
の

計
算

に
誤

り
が

な
か

っ
た

こ
と

が
確

認
さ

れ

て
い

る
。

 

ま
た

、
本

件
選

挙
の

選
挙

長
か

ら
、

立
候

補
届

出
を

受
理

し
た

小
池

候
補

を
含

む
す

べ
て

の
候

補
者

に
つ

い
て

被
選

挙
権

の
有

無
及

び
他

の
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

の
有

無

1
6
 

 

に
関

す
る

調
査

を
行

っ
た

結
果

、
当

選
人

に
つ

い
て

被
選

挙
権

を
有

し
て

い
な

い
事

実

及
び

他
の

選
挙

に
お

け
る

立
候

補
の

事
実

は
確

認
さ

れ
な

か
っ

た
旨

が
選

挙
会

に
お

い

て
報

告
さ

れ
た

上
で

、
公

選
法

第
９

５
条

第
１

項
第

４
号

の
規

定
に

よ
り

有
効

投
票

の

最
多

数
を

得
た

小
池

候
補

が
当

選
人

と
な

っ
た

。
 

し
た

が
っ

て
、

本
件

選
挙

会
に

小
池

候
補

の
当

選
を

無
効

と
す

る
よ

う
な

違
法

は
な

く
、

当
選

無
効

を
い

う
申

出
人

の
主

張
に

は
理

由
が

な
い

。
 

 

 第
４

 
審

理
の

結
果

 

以
上

に
よ

れ
ば

、
申

出
人

が
主

張
す

る
事

由
に

よ
っ

て
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

っ
た

と
言

え
な

い
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
る

し
、
そ

の
他

小
池

候
補

の
当

選

を
無

効
と

す
る

事
情

も
認

め
ら

れ
な

い
か

ら
、
そ

の
余

の
点

に
つ

い
て

判
断

す
る

ま
で

も

な
く

、
本

件
各

異
議

の
申

出
に

は
い

ず
れ

も
理

由
が

な
い

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
。

 

よ
っ

て
、

公
選

法
第

２
１

６
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
行

政
不

服
審

査
法

第
４

５
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

当
委

員
会

は
、

主
文

の
と

お
り

決
定

す
る

。
 

 

   
 

 
令

和
６

年
８

月
１

９
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員

長
 

 
澤

 
野

 
正

 
明

 

  

公
選

法
第

２
０

３
条

及
び

第
２

０
７

条
の

規
定

に
よ

り
、

こ
の

決
定

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

当
委

員
会

を
被

告
と

し
て

、
申

出
人

に
お

い
て

は
こ

の
決

定
書

の
交

付
を

受
け

た
日

か

ら
３

０
日

以
内

に
、

そ
の

他
の

当
該

選
挙

の
選

挙
人

又
は

候
補

者
に

お
い

て
は

公
選

法
第

２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示
の

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

東
京

高
等

裁
判

所
に

訴
訟

を
提

起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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1
小
池
ゆ
り
こ
(
無

所
属

)
2
,
9
1
8
,
0
1
5
.
0
0
0
票

4
2
.
7
7
％

2
石

丸
伸

二
(
無

所
属

)
1
,
6
5
8
,
3
6
3
.
4
0
6
票

2
4
.
3
0
％

3
蓮

舫
(
無

所
属

)
1
,
2
8
3
,
2
6
2
.
0
0
0
票

1
8
.
8
1
％

4
田
母
神
と
し
お
(
無

所
属

)
2
6
7
,
6
9
9
.
0
0
0
票

3
.
9
2
％

5
安
野
た
か
ひ
ろ
(
無

所
属

)
1
5
4
,
6
3
8
.
0
0
0
票

2
.
2
7
％

6
う
つ
み
さ
と
る
(

市
民
が
つ
く
る

政
治

の
会

)
1
2
1
,
7
1
5
.
0
0
0
票

1
.
7
8
％

7
ひ
ま
そ
ら
あ
か
ね
(
無

所
属

)
1
1
0
,
1
9
6
.
0
0
0
票

1
.
6
2
％
外
周
区
画

8
石

丸
幸

人
(
石
丸
幸
人
党

)
9
6
,
2
2
2
.
5
3
4
票

1
.
4
1
％

9
桜

井
誠
(
日
本
第
一
党

)
8
3
,
6
0
0
.
9
9
5
票

1
.
2
3
％

1
0
清

水
国

明
(

清
水
国
明
と
東
京
都
の
安

全
な
未
来
を
つ
く
る
会

)
3
8
,
0
5
4
.
0
0
0
票

0
.
5
6
％

1
1
ド
ク
タ
ー
・
中
松
(
無

所
属

)
2
3
,
8
2
5
.
0
0
0
票

0
.
3
5
％

1
2
大

和
行

男
(
無

所
属

)
9
,
6
8
5
.
0
0
0
票

0
.
1
4
％

1
3
小

林
弘
(
無

所
属

)
7
,
4
0
8
.
0
0
0
票

0
.
1
1
％
外
周
区
画

1
4
ゴ
ト
ウ
テ
ル
キ
(
ラ
ブ
＆
ピ
ー
ス
党

)
5
,
4
1
9
.
0
0
0
票

0
.
0
8
％

1
5
木
宮
み
つ
き
(
未

来
党

)
4
,
8
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
7
％

1
6
福

本
繁

幸
(
無

所
属

)
3
,
2
4
5
.
0
0
0
票

0
.
0
5
％

1
7
Ａ
Ｉ
メ
イ
ヤ
ー
(
Ａ

Ｉ
党

)
2
,
7
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
4
％

1
8
な
い
と
う
ひ
さ
お
(
無

所
属

)
2
,
3
3
9
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

1
9
横

山
緑
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
,
1
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
0
内

野
愛

里
(

カ
ワ
イ
イ
私
の
政
見
放

送
を

見
て

ね
)

2
,
1
5
2
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
1
河
合
ゆ
う
す
け
(

ジ
ョ
ー
カ
ー
議
員
と
投

票
率
を
上
げ
る
会

)
2
,
0
3
5
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
2
向

後
真

徳
(
無

所
属

)
1
,
9
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％
外
周
区
画

2
3
黒
川
あ
つ
ひ
こ
(
つ
ば
さ
の
党

)
1
,
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
4
桑
原
ま
り
こ
(
無

所
属

)
1
,
7
4
7
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
5
福
永
か
つ
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
1
,
2
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
6
野

間
口

翔
(
無

所
属

)
1
,
2
4
0
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
7
さ
わ
し
げ
み
(
無

所
属

)
1
,
2
3
2
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
8
う
し
く
ぼ
の
ぶ
お
(
無

所
属

)
1
,
1
5
3
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％
外
周
区
画

2
9
小

松
け

ん
(
ゴ

ル
フ

党
)

8
9
4
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
0
遠

藤
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
8
2
.
3
2
8
票

0
.
0
1
％

得
票
率

（
別
紙
１
）

＜＜
候候

補補
者者

別別
得得

票票
数数

((
得得

票票
順順

))
＞＞

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

令
和
６
年
７
月
７
日
執
行
　
東
京
都
知
事
選
挙
　
開
票
結
果

3
1
二

宮
大

造
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
2
竹

本
秀

之
(
無

所
属

)
8
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
3
ア
キ
ノ
リ
将
軍
未
満
(

ネ
オ
幕
府
ア
キ
ノ
リ
党

)
7
9
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

3
4
小
野
寺
こ
う
き
(
忠
臣
蔵
義
士
新
党

)
7
5
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
5
山

田
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
9
1
.
6
6
9
票

0
.
0
1
％

3
6
木
村
よ
し
た
か
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
7
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
7
し
ん
ど
う
伸
夫
(

お
金
を
み
ん
な
へ

シ
ン
独
立
党

)
6
6
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
8
中
江
と
も
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
9
加

藤
英

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
8
8
.
0
5
1
票

0
.
0
1
％

4
0
か
が
た
た
く
じ
(
覇

王
党

)
5
7
8
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
1
加
藤
健
一
郎
(
無

所
属

)
5
7
2
.
9
4
2
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
2
ホ
カ
リ
ジ
ン
(
無

所
属

)
5
6
0
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
3
前

田
太

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
2
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
4
草
尾
あ
つ
し
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
5
ふ
く
は
ら
し
る
び
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
6
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
6
武

内
隆
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
4
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
7
尾
関
あ
ゆ
み
(
ポ
ー
カ
ー
党

)
4
1
7
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
8
犬

伏
宏

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
7
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
9
桑

島
康

文
(
核

融
合

党
)

3
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
0
松

尾
芳

治
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
1
古

田
真
(

（
略
称
）
土
頭
を
働
か
し

最
高
裁
裁
判
官
５
人

を
弾

劾
す

る
党
)

3
4
3
.
0
0
4
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

5
2
ふ
な
は
し
ゆ
め
と
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
2
9
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
3
三

輪
陽

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
6
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
4
津

村
大

作
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
2
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
5
み
な
み
俊
輔
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
9
7
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
6
上
楽
む
ね
ゆ
き
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
1
1
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

6
,
8
2
3
,
2
4
2
.
0
0
0
票

5
6
,
1
2
8
.
0
0
0
票

(
0
.
8
2
%
)

6
,
8
7
9
,
3
7
0
.
0
0
0
票

1
,
7
0
5
,
8
1
0
.
5
0
0
票

6
8
2
,
3
2
4
.
2
0
0
票

得
票
率

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

有
効

投
票

数

無
効

投
票

数

投
票

総
数

法
定

得
票

数

供
託

物
没

収
点
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

（別紙２）

各候補者別の固定用道具の提供状況について（令和６年７月６日時点）

当委員会から提供した固定用道具

ＯＰＰ袋
Ａ２

クリア
ファイル
Ａ３

クリア
ファイル
Ａ４

アルミ
複合板
Ａ３

画鋲
布粘着
テープ
２５ｍ

ＯＰＰ
テープ
５０ｍ

49 ホカリジン

50 小林弘 50 6,260 10 5 1,000 1 45

51 加藤健一郎 200 410 2,000 1 1

52 ひまそらあかね 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

53 向後真徳 100 10 100 2,000 2 1

54 うしくぼのぶお 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

55 古田真 550 3,000

56 アキノリ将軍未満 5,500 5,480 21,000 32 22

合計 6,400 12,160 110 5 29,000 36 69

不要（ポスター掲示の予定なし）

候補者名届出番号



23 令和6年8月27日（火曜日） （第18133号）東　京　都　公　報
 1
 

 

 

６
選

選
第

４
１

６
号

   

決
 

 
 

 
 

定
 

 
 

 
 

書
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
異

議
申

出
人

 
 

立
花

 
孝

志
 

   
上

記
異

議
申

出
人

（
以

下
「

申
出

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
６

年
７

月
１

８
日

に
提

起

さ
れ

た
、
令

和
６

年
７

月
７

日
執

行
の

東
京

都
知

事
選

挙
（

以
下
「

本
件

選
挙

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

（
以

下
「

本
件

異
議

の
申

出
」

と
い

う
。

）

に
つ

い
て

、
東

京
都

選
挙

管
理

委
員

会
（

以
下

「
当

委
員

会
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
と

お

り
決

定
す

る
。

 

 

主
文
 

 

本
件

異
議

の
申

出
を

棄
却

す
る

。
 

  

異
議

の
申

出
の

要
旨
 

 １
 

異
議

の
申

出
の

趣
旨

 

 
 

申
出

人
は

、
次

の
異

議
の

申
出

の
理

由
に

よ
り

、
本

件
選

挙
を

無
効

と
す

る
旨

の
決

定

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

 ２
 

異
議

の
申

出
の

理
由

 

 
 

 
 

本
件

異
議

の
申

出
の

理
由

は
、

概
ね

次
の

と
お

り
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

本
件

選
挙

に
は

、
５

６
名

が
公

職
の

候
補

者
と

し
て

立
候

補
し

た
が

、
す

べ
て

の
公

職

の
候

補
者

に
与

え
ら

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
、

公
営

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
に

あ
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

板
に

選
挙

ポ
ス

タ
ー

を
貼

付
す

る
方

法
で

掲
示

す
る

権
利

を
、

５
６

名
の

う
ち

の
４

８
名

に
は

与
え

ら
れ

た
が

、
８

名
に

は
与

え
ら

れ
な

か
っ

た
。

こ
れ

に
よ

り
公

職
の

候
補

2
  

者
間

の
選

挙
運

動
の

平
等

が
阻

害
さ

れ
た

。
 

当
委

員
会

は
、

告
示

日
で

あ
る

令
和

６
年

６
月

２
０

日
よ

り
２

週
間

程
度

前
か

ら
、

本

件
選

挙
に

は
４

９
名

を
超

え
る

立
候

補
者

が
届

け
出

る
こ

と
を

確
信

し
て

い
た

。
し

か
し

な
が

ら
、

６
月

初
旬

に
４

８
名

分
し

か
ポ

ス
タ

ー
を

貼
る

こ
と

が
で

き
な

い
掲

示
板

を
都

内
約

１
４

，
０

０
０

か
所

に
設

置
し

て
以

来
、

２
年

前
の

参
議

院
選

挙
東

京
選

挙
区

で
行

っ
た

、
増

設
（

４
８

名
よ

り
多

く
の

立
候

補
者

が
選

挙
ポ

ス
タ

ー
を

貼
付

す
る

方
法

で
掲

示
す

る
権

利
を

増
や

す
と

い
う

意
味

）
を

行
わ

な
か

っ
た

。
 

今
回

、
立

候
補

し
た

５
６

名
の

う
ち

４
８

名
は

当
委

員
会

が
用

意
し

た
選

挙
ポ

ス
タ

ー

掲
示

板
に

選
挙

ポ
ス

タ
ー

を
貼

付
す

る
だ

け
の

方
法

で
選

挙
運

動
が

で
き

た
。

他
方

の
８

名
は

選
挙

ポ
ス

タ
ー

掲
示

板
を

自
ら

で
作

成
（

養
生

）
し

た
上

で
、

そ
れ

か
ら

選
挙

ポ
ス

タ
ー

を
貼

付
す

る
方

法
で

選
挙

運
動

を
行

っ
た

。
つ

ま
り

、
選

挙
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
設

置
さ

れ
た

選
挙

ポ
ス

タ
ー

掲
示

板
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
た

公
職

の
候

補
者

と
、

選
挙

ポ
ス

タ
ー

掲
示

板
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
公

職
の

候
補

者
と

の
間

に
明

ら
か

な
不

公
平

が
生

じ
た

。
よ

っ
て

、
本

件
選

挙
が

公
平

・
公

正
に

行
わ

れ
な

か
っ

た
と

評
価

で
き

る
。

 

本
件

選
挙

は
、

当
委

員
会

の
重

過
失

に
よ

っ
て

候
補

者
間

に
お

い
て

不
平

等
な

選
挙

運

動
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

態
と

な
っ

て
し

ま
っ

た
の

で
、
無

効
と

す
る

べ
き

で
あ

る
。
 

  

決
定

の
理

由
 

 

当
委

員
会

は
、

本
件

異
議

の
申

出
は

形
式

的
要

件
を

備
え

た
適

法
な

も
の

と
認

め
、

こ
れ

を
受

理
し

、
慎

重
か

つ
厳

正
に

審
理

し
た

。
そ

の
結

果
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

第
１

 
公

職
選

挙
法

の
定

め
 

本
件

異
議

の
申

出
に

関
す

る
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

の
定

め
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

又
は

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

以
外

の
選

挙
に

お
け

る
当

選
人

）
 

第
９

５
条

 
衆

議
院

（
比

例
代

表
選

出
）

議
員

又
は

参
議

院
（

比
例

代
表

選
出

）
議

員

の
選

挙
以

外
の

選
挙

に
お

い
て

は
、
有

効
投

票
の

最
多

数
を

得
た

者
を

も
つ

て
当

選
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

の
区

分
に

よ
る

得
票

が
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
の

選
挙

 
有

効
投

票
の

総
数

の
６

分
の

１
以
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上
の

得
票

 

二
 

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議
員

の
選

挙
 

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

を
も

つ
て

有
効

投
票

の
総

数
を

除
し

て
得

た
数

の
６

分
の

１
以

上

の
得

票
。

た
だ

し
、

選
挙

す
べ

き
議

員
の

数
が

通
常

選
挙

に
お

け
る

当
該

選
挙

区

内
の

議
員

の
定

数
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
選

挙
す

べ
き

議
員

の
数

を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得
た

数
の

６
分

の
１

以
上

の
得

票
 

三
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

の
選

挙
 

当
該

選
挙

区
内

の
議

員
の

定
数

（
選

挙
区

が
な

い
と

き
は

、
議

員
の

定
数

）
を

も
つ

て
有

効
投

票
の

総
数

を
除

し
て

得

た
数

の
４

分
の

１
以

上
の

得
票

 

四
 

地
方

公
共

団
体

の
長

の
選

挙
 

有
効

投
票

の
総

数
の

４
分

の
１

以
上

の
得

票
 

（
第

２
項

省
略

）
 

（
文

書
図

画
の

掲
示

）
 

第
１

４
３

条
 

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

文
書

図
画

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
も

の
（

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

第
１

号
、

第
２

号
、

第
４

号
、

第
４

号
の

２
及

び
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
つ

て
衆

議
院

名
簿

届
出

政
党

等
が

使
用

す
る

も
の

）
の

ほ
か

は
、

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

一
 

選
挙

事
務

所
を

表
示

す
る

た
め

に
、
そ

の
場

所
に

お
い

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
､

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

二
 

第
１

４
１

条
の

規
定

に
よ

り
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
さ

れ
る

自
動

車
又

は
船

舶
に

取
り

付
け

て
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

三
 

公
職

の
候

補
者

（
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

の
選

挙
に

お
け

る
候

補
者

た
る

参
議

院
名

簿
登

載
者

で
第

８
６

条
の

３
第

１
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

優
先

的
に

当

選
人

と
な

る
べ

き
候

補
者

と
し

て
そ

の
氏

名
及

び
当

選
人

と
な

る
べ

き
順

位
が

参

議
院

名
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

た
す

き
、

胸
章

及

び
腕

章
の

類
 

四
 

演
説

会
場

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

立
札

、
ち

よ
う

ち
ん

及
び

看
板

の
類

 

四
の

二
 

屋
内

の
演

説
会

場
内

に
お

い
て

そ
の

演
説

会
の

開
催

中
掲

示
す

る
映

写
等

の
類

 

四
の

三
 

個
人

演
説

会
告

知
用

ポ
ス

タ
ー

（
衆

議
院

小
選

挙
区

選
出

議
員

、
参

議
院

選
挙

区
選

出
議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

の
場

合
に

限
る

。
）

 

五
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

ほ
か

、
選

挙
運

動
の

た
め

に
使

用
す

る
ポ

ス
タ

ー
（

参
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
の

選
挙

に
あ

つ
て

は
、

公
職

の
候

補
者

た
る

参

4
  

議
院

名
簿

登
載

者
（

第
８

６
条

の
３

第
１

項
後

段
の

規
定

に
よ

り
優

先
的

に
当

選

人
と

な
る

べ
き

候
補

者
と

し
て

そ
の

氏
名

及
び

当
選

人
と

な
る

べ
き

順
位

が
参

議

院
名

簿
に

記
載

さ
れ

て
い

る
者

を
除

く
。

）
が

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

（
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

）
 

第
１

４
４

条
の

２
 

衆
議

院
（

小
選

挙
区

選
出

）
議

員
、

参
議

院
（

選
挙

区
選

出
）

議

員
又

は
都

道
府

県
知

事
の

選
挙

に
お

い
て

は
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
４

３
条

第
１

項
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
（

衆
議

院
小

選
挙

区
選

出
議

員
の

選
挙

に
お

い
て

候
補

者
届

出
政

党
が

使
用

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

掲
示

場
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
掲

示
場

の
総

数
は

、
１

投
票

区
に

つ
き

５
箇

所
以

上
１

０
箇

所
以

内
に

お

い
て

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
都

道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
と

協
議

の
上

、
そ

の
総

数
を

減
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

第
１

項
の

掲
示

場
は

、
市

町
村

の
選

挙
管

理
委

員
会

が
、

投
票

区
ご

と
に

、
政

令

で
定

め
る

基
準

に
従

い
、

公
衆

の
見

や
す

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

４
 

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
第

１
項

の
掲

示
場

を
設

置
し

た
と

き
は

、
直

ち

に
、

そ
の

掲
示

場
の

設
置

場
所

を
告

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

公
職

の
候

補
者

は
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
、

あ
ら

か
じ

め
告

示
す

る
日

か
ら

第
１

４
３

条
第

１
項

第
４

号
の

３
及

び
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
そ

れ
ぞ

れ
１

枚
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

市
町

村
の

選
挙

管
理

委
員

会
は

、
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
公

職
の

候
補

者
に

対
し

、
事

情
の

許
す

限
り

便
宜

を
供

与
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

公
職

の
候

補
者

１
人

が
掲

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
掲

示

場
の

区
画

は
、

縦
及

び
横

そ
れ

ぞ
れ

４
２

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上
と

す
る

。
 

７
 

前
各

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

第
１

項
の

掲
示

場
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
の

掲

示
の

順
序

そ
の

他
ポ

ス
タ

ー
の

掲
示

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

（
参

議
院

合
同

選
挙

区
選

挙
に

つ
い

て
は

、
当

該
選

挙
に

関
す

る
事

務
を

管
理

す
る

参
議

院
合

同
選

挙
区

選
挙

管
理

委
員

会
）

が
定

め
る

。
 

（
第

８
項

以
下

省
略

）
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（
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

員
及

び
長

の
選

挙
の

効
力

に
関

す
る

異
議

の
申

出
及

び
審

査
の

申
立

て
）

 

第
２

０
２

条
 

地
方

公
共

団
体

の
議

会
の

議
員

及
び

長
の

選
挙

に
お

い
て

、
そ

の
選

挙

の
効

力
に

関
し

不
服

が
あ

る
選

挙
人

又
は

公
職

の
候

補
者

は
、

当
該

選
挙

の
日

か
ら

１
４

日
以

内
に

、
文

書
で

当
該

選
挙

に
関

す
る

事
務

を
管

理
す

る
選

挙
管

理
委

員
会

に
対

し
て

異
議

を
申

し
出

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

第
２

項
省

略
）

 

（
選

挙
の

無
効

の
決

定
、

裁
決

又
は

判
決

）
 

第
２

０
５

条
 

選
挙

の
効

力
に

関
し

異
議

の
申

出
、

審
査

の
申

立
て

又
は

訴
訟

の
提

起

が
あ

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
る

と
き

は
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
選

挙
管

理
委

員
会

又
は

裁
判

所
は

、
そ

の
選

挙
の

全
部

又
は

一
部

の
無

効
を

決
定

し
、

裁
決

し
又

は
判

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
第

２
項

以
下

省
略

）
 

 

第
２

 
認

定
し

た
事

実
 

(
1
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
の

氏
名

及
び

そ
れ

ぞ
れ

の
得

票
数

は
別

紙
１

の
と

お

り
で

あ
り

、
小

池
ゆ

り
こ

候
補

（
以

下
「

小
池

候
補

」
と

い
う

。
）

が
有

効
投

票
の

最

多
数

（
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
）

を
得

て
当

選
人

と
な

っ
た

。
 

(
2
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
各

投
票

区
に

設
け

ら
れ

た
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
は

４
８

の
区

画

が
指

定
さ

れ
（

以
下

、
こ

の
区

画
を
「

既
存

区
画

」
と

い
う

。
）
、
既

存
区

画
が

不
足

す

る
場

合
は

、
次

の
よ

う
に

対
応

す
る

こ
と

と
さ

れ
た
（

以
下

、
こ

れ
に

よ
り

設
け

ら
れ

た

区
画

を
「

外
周

区
画

」
と

い
う

。
）

。
 

ア
 

原
則

、
掲

示
場

下
辺

に
４

９
番

以
降

の
外

周
区

画
を

指
定

 

イ
 

立
地

上
、

下
辺

掲
示

が
困

難
な

場
合

は
、

右
左

辺
、

上
辺

の
順

に
、

外
周

区
画

を

割
振

り
 

ウ
 

既
存

区
画

の
枠

線
迄

の
余

白
部

分
で

固
定

 

エ
 

当
委

員
会

か
ら

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
・

画
鋲

等
の

固
定

用
道

具
を

提
供

 

(
3
)
 
本

件
選

挙
に

お
け

る
立

候
補

者
は

、
最

終
的

に
５

６
人

と
な

っ
た

た
め

、
受

付
順

が

４
９

番
目

以
降

の
候

補
者

に
つ

い
て

は
、

外
周

区
画

に
掲

示
す

る
こ

と
と

な
り

、
こ

れ

に
よ

る
こ

と
と

な
っ

た
各

候
補

者
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

か
ら

申
出

が
あ

っ
た

枚
数

分
の

ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

・
画

鋲
等

の
固

定
用

道
具

を
提

供
さ

れ
た

（
各

候
補

者
別

の
固

定
用

道

具
の

提
供

状
況

は
別

紙
２

の
と

お
り

）
。

 

6
  

(
4
)
 外

周
区

画
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示
す

る
こ

と
と

な
っ

た
者

（
以

下
「

外
周

区
画

設
置

者
」

と
い

う
。

）
は

、
別

紙
１

に
外

周
区

画
と

記
載

さ
れ

た
８

人
で

あ
り

、
そ

の
う

ち
の

最

多
得

票
者

で
あ

る
ひ

ま
そ

ら
あ

か
ね

候
補

（
以

下
「

ひ
ま

そ
ら

候
補

」
と

い
う

。
）

の

得
票

数
は

１
１

０
，

１
９

６
票

、
そ

の
得

票
率

は
１

．
６

２
％

で
あ

っ
た

。
 

 第
３

 
申

出
人

の
主

張
に

対
す

る
当

委
員

会
の

判
断

 

(
1
)
 
選

挙
の

効
力

に
関

し
て

争
う

争
訟

に
お

い
て

は
、

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と

が
あ

る
と

き
は

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

に
限

り
」

、
当

該
選

挙

の
全

部
又

は
一

部
が

無
効

と
さ

れ
る

（
法

第
２

０
５

条
第

１
項

）
。

 

 
こ

こ
で

、
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

」
と

は
、

「
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ

る
機

関
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

、
又

は

直
接

そ
の

よ
う

な
明

文
の

規
定

が
な

く
と

も
、

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の
原

則
が

著
し

く
阻

害
さ

れ
る

こ
と

を
指

す
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
７

年
１

２
月

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

６
１

年
２

月
１

８

日
判

決
、

最
高

裁
判

所
平

成
３

１
年

２
月

２
８

日
判

決
）

も
の

で
あ

り
、

「
選

挙
の

結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
、

「
そ

の
選

挙
の

管
理

執
行

手
続

に
関

す

る
規

定
違

反
が

な
か

っ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現

実
に

生
じ

た
と

こ
ろ

と
異

な
っ

た
結

果
の

生
ず

る
可

能
性

の
あ

る
場

合
を

い
う

」
（

最

高
裁

判
所

昭
和

２
９

年
９

月
２

４
日

判
決

、
最

高
裁

判
所

昭
和

５
１

年
９

月
３

０
日

判

決
、

東
京

高
等

裁
判

所
平

成
２

５
年

１
２

月
９

日
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
れ

を
本

件
に

当
て

は
め

る
と

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

上
、

選
挙

法
の

基
本

理
念

た
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

を
著

し
く

阻
害

す
る

も

の
で

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

取
扱

い
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
な

ら
ば

、
本

件
選

挙
に

お
け

る

有
効

投
票

で
あ

る
６

，
８

２
３

，
２

４
２

票
の

最
多

数
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
を

上

回
る

得
票

を
得

た
者

が
生

ず
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

本
件

選
挙

が
無

効
と

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 

(
2
)
 
そ

こ
で

、
ま

ず
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

た
と

き
に

、

本
件

選
挙

に
お

け
る

最
多

得
票

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

得
票

を
得

た
者

が

生
ず

る
可

能
性

の
有

無
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

本
件

選
挙

に
お

け
る

得
票

数
は

、
そ

の
多

い
順

に
、

小
池

候
補

の
２

，
９

１
８

，
０

１
５

票
、

石
丸

伸
二

候
補

の
１

，
６

５
８

，
３

６
３

．
４

０
６

票
、

蓮
舫

候
補

の
１

，

２
８

３
，
２

６
２

票
、
田

母
神

と
し

お
候

補
の

２
６

７
，
６

９
９

票
等

と
な

っ
て

お
り

、

外
周

区
画

設
置

者
の

う
ち

の
最

多
得

票
は

ひ
ま

そ
ら

候
補

の
１

１
０

，
１

９
６

票
と

な
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っ
て

い
る

。
 

上
記

の
う

ち
ひ

ま
そ

ら
候

補
以

外
の

者
は

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
を

受
け

て
な

い
者

で
あ

り
、

外
周

区
画

設
置

者
の

存
在

に
よ

っ
て

そ
の

得
票

数
が

影
響

を
受

け
た

こ

と
を

示
す

事
情

は
見

当
た

ら
な

い
。

 

一
方

、
ひ

ま
そ

ら
候

補
は

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
て

い
る

が
、

そ
の

得
票

数
が

小
池

候
補

の
得

票
数

２
，

９
１

８
，

０
１

５
票

を
上

回
る

た
め

に
は

、
現

実
の

得

票
数

で
あ

る
１

１
０

，
１

９
６

票
に

加
え

て
そ

の
約

２
５

．
４

８
倍

で
あ

る
２

，
８

０

７
，

８
２

０
票

以
上

の
得

票
が

必
要

と
な

る
と

こ
ろ

、
同

人
の

ポ
ス

タ
ー

が
既

存
区

画

に
設

置
さ

れ
た

と
し

た
場

合
に

、
こ

れ
だ

け
の

得
票

を
得

る
可

能
性

を
示

す
事

情
は

見

当
た

ら
な

い
。

 

ま
た

、
同

人
以

外
の

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

を
受

け
た

候
補

者
の

う
ち

、
同

人
の

得
票

を
超

え
る

得
票

を
得

る
可

能
性

が
あ

る
者

の
存

在
を

示
す

事
情

も
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、

外
周

区
画

設
置

の
取

扱
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
し

て
も

、
候

補
者

の
当

落
に

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
な

っ
た

結
果

の
生

ず
る

可
能

性
は

な
か

っ
た

も

の
と

判
断

さ
れ

る
。

 

 第
４

 
審

理
の

結
果

 

以
上

に
よ

れ
ば

、
外

周
区

画
設

置
の

取
扱

い
に

よ
っ

て
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

っ
た

と
言

え
な

い
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
る

か
ら

、
そ

の
余

の
点

に
つ

い

て
判

断
す

る
ま

で
も

な
く

、
本

件
異

議
の

申
出

に
は

理
由

が
な

い
こ

と
が

明
ら

か
で

あ

る
。

 

よ
っ

て
、

法
第

２
１

６
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
行

政
不

服
審

査
法

（
平

成
２

６
年

法
律

第
６

８
号

）
第

４
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
当

委
員

会
は

、
主

文
の

と

お
り

決
定

す
る

。
 

 

   
 

 
令

和
６

年
８

月
１

９
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京

都
選

挙
管

理
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員

長
 

 
澤

 
野

 
正

 
明

 

  

8
  

法
第

２
０

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
こ

の
決

定
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

申
出

人
に

お
い

て
は

こ
の

決
定

書
の

交
付

を
受

け
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

そ

の
他

の
当

該
選

挙
の

選
挙

人
又

は
候

補
者

に
お

い
て

は
法

第
２

１
５

条
の

規
定

に
よ

る
告

示

の
日

か
ら

３
０

日
以

内
に

、
東

京
高

等
裁

判
所

に
訴

訟
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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所
属

)
2
6
7
,
6
9
9
.
0
0
0
票

3
.
9
2
％

5
安
野
た
か
ひ
ろ
(
無

所
属

)
1
5
4
,
6
3
8
.
0
0
0
票

2
.
2
7
％

6
う
つ
み
さ
と
る
(

市
民
が
つ
く
る

政
治

の
会

)
1
2
1
,
7
1
5
.
0
0
0
票

1
.
7
8
％

7
ひ
ま
そ
ら
あ
か
ね
(
無

所
属

)
1
1
0
,
1
9
6
.
0
0
0
票

1
.
6
2
％
外
周
区
画

8
石

丸
幸

人
(
石
丸
幸
人
党

)
9
6
,
2
2
2
.
5
3
4
票

1
.
4
1
％

9
桜

井
誠
(
日
本
第
一
党

)
8
3
,
6
0
0
.
9
9
5
票

1
.
2
3
％

1
0
清

水
国

明
(

清
水
国
明
と
東
京
都
の
安

全
な
未
来
を
つ
く
る
会

)
3
8
,
0
5
4
.
0
0
0
票

0
.
5
6
％

1
1
ド
ク
タ
ー
・
中
松
(
無

所
属

)
2
3
,
8
2
5
.
0
0
0
票

0
.
3
5
％

1
2
大

和
行

男
(
無

所
属

)
9
,
6
8
5
.
0
0
0
票

0
.
1
4
％

1
3
小

林
弘
(
無

所
属

)
7
,
4
0
8
.
0
0
0
票

0
.
1
1
％
外
周
区
画

1
4
ゴ
ト
ウ
テ
ル
キ
(
ラ
ブ
＆
ピ
ー
ス
党

)
5
,
4
1
9
.
0
0
0
票

0
.
0
8
％

1
5
木
宮
み
つ
き
(
未

来
党

)
4
,
8
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
7
％

1
6
福

本
繁

幸
(
無

所
属

)
3
,
2
4
5
.
0
0
0
票

0
.
0
5
％

1
7
Ａ
Ｉ
メ
イ
ヤ
ー
(
Ａ

Ｉ
党

)
2
,
7
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
4
％

1
8
な
い
と
う
ひ
さ
お
(
無

所
属

)
2
,
3
3
9
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

1
9
横

山
緑
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
,
1
7
4
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
0
内

野
愛

里
(

カ
ワ
イ
イ
私
の
政
見
放

送
を

見
て

ね
)

2
,
1
5
2
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
1
河
合
ゆ
う
す
け
(

ジ
ョ
ー
カ
ー
議
員
と
投

票
率
を
上
げ
る
会

)
2
,
0
3
5
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
2
向

後
真

徳
(
無

所
属

)
1
,
9
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％
外
周
区
画

2
3
黒
川
あ
つ
ひ
こ
(
つ
ば
さ
の
党

)
1
,
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
4
桑
原
ま
り
こ
(
無

所
属

)
1
,
7
4
7
.
0
0
0
票

0
.
0
3
％

2
5
福
永
か
つ
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
1
,
2
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
6
野

間
口

翔
(
無

所
属

)
1
,
2
4
0
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
7
さ
わ
し
げ
み
(
無

所
属

)
1
,
2
3
2
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％

2
8
う
し
く
ぼ
の
ぶ
お
(
無

所
属

)
1
,
1
5
3
.
0
0
0
票

0
.
0
2
％
外
周
区
画

2
9
小

松
け

ん
(
ゴ

ル
フ

党
)

8
9
4
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
0
遠

藤
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
8
2
.
3
2
8
票

0
.
0
1
％

得
票
率

（
別
紙
１
）

＜＜
候候

補補
者者

別別
得得

票票
数数

((
得得

票票
順順

))
＞＞

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

令
和
６
年
７
月
７
日
執
行
　
東
京
都
知
事
選
挙
　
開
票
結
果

3
1
二

宮
大

造
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
8
3
3
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
2
竹

本
秀

之
(
無

所
属

)
8
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
3
ア
キ
ノ
リ
将
軍
未
満
(

ネ
オ
幕
府
ア
キ
ノ
リ
党

)
7
9
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

3
4
小
野
寺
こ
う
き
(
忠
臣
蔵
義
士
新
党

)
7
5
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
5
山

田
信

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
9
1
.
6
6
9
票

0
.
0
1
％

3
6
木
村
よ
し
た
か
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
7
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
7
し
ん
ど
う
伸
夫
(

お
金
を
み
ん
な
へ

シ
ン
独
立
党

)
6
6
9
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
8
中
江
と
も
や
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
6
1
2
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

3
9
加

藤
英

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
8
8
.
0
5
1
票

0
.
0
1
％

4
0
か
が
た
た
く
じ
(
覇

王
党

)
5
7
8
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
1
加
藤
健
一
郎
(
無

所
属

)
5
7
2
.
9
4
2
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
2
ホ
カ
リ
ジ
ン
(
無

所
属

)
5
6
0
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

4
3
前

田
太

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
5
2
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
4
草
尾
あ
つ
し
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
8
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
5
ふ
く
は
ら
し
る
び
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
6
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
6
武

内
隆
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
4
4
6
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
7
尾
関
あ
ゆ
み
(
ポ
ー
カ
ー
党

)
4
1
7
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
8
犬

伏
宏

明
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
7
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

4
9
桑

島
康

文
(
核

融
合

党
)

3
6
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
0
松

尾
芳

治
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
5
1
.
0
0
0
票

0
.
0
1
％

5
1
古

田
真
(

（
略
称
）
土
頭
を
働
か
し

最
高
裁
裁
判
官
５
人

を
弾

劾
す

る
党
)

3
4
3
.
0
0
4
票

0
.
0
1
％
外
周
区
画

5
2
ふ
な
は
し
ゆ
め
と
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
2
9
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
3
三

輪
陽

一
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
6
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
4
津

村
大

作
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
3
0
2
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
5
み
な
み
俊
輔
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
9
7
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

5
6
上
楽
む
ね
ゆ
き
(

Ｎ
Ｈ

Ｋ
か

ら
国
民
を
守
る
党

)
2
1
1
.
0
0
0
票

0
.
0
0
％

6
,
8
2
3
,
2
4
2
.
0
0
0
票

5
6
,
1
2
8
.
0
0
0
票

(
0
.
8
2
%
)

6
,
8
7
9
,
3
7
0
.
0
0
0
票

1
,
7
0
5
,
8
1
0
.
5
0
0
票

6
8
2
,
3
2
4
.
2
0
0
票

得
票
率

候
補
者
氏
名
（
所
属
党
派
）

得
票

数

有
効

投
票

数

無
効

投
票

数

投
票

総
数

法
定

得
票

数

供
託

物
没

収
点
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

（別紙２）

各候補者別の固定用道具の提供状況について（令和６年７月６日時点）

当委員会から提供した固定用道具

ＯＰＰ袋
Ａ２

クリア
ファイル
Ａ３

クリア
ファイル
Ａ４

アルミ
複合板
Ａ３

画鋲
布粘着
テープ
２５ｍ

ＯＰＰ
テープ
５０ｍ

49 ホカリジン

50 小林弘 50 6,260 10 5 1,000 1 45

51 加藤健一郎 200 410 2,000 1 1

52 ひまそらあかね 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

53 向後真徳 100 10 100 2,000 2 1

54 うしくぼのぶお 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし 希望なし

55 古田真 550 3,000

56 アキノリ将軍未満 5,500 5,480 21,000 32 22

合計 6,400 12,160 110 5 29,000 36 69

不要（ポスター掲示の予定なし）

候補者名届出番号
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 1
 

 

 

６
選
選
第
４
１
６
号

   

決
 

 
 

 
 
定

 
 

 
 

 
書

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
異
議
申
出
人

 
 
松
尾

 
芳
治

 

   
上
記
異
議
申
出
人
（
以
下
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
６
年
７
月
２
３
日
に
提
起

さ
れ
た
、
令
和
６
年
７
月
７
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
（
以
下
「
本
件
異
議
の
申
出
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
、
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お

り
決
定
す
る
。

 

 

主
文
 

 

本
件
異
議
の
申
出
を
却
下
す
る
。

 

  

異
議
の
申
出
の
要

旨
 

 １
 
異
議
の
申
出
の
趣
旨

 

 
 
申
出
人
は
、
次
の
異
議
の
申
出
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
決
定

を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

 

 
 

 ２
 
異
議
の
申
出
の
理
由

 

 
 
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
と
の
決
定
を
求
め
る
。

 

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
方
法
に
つ
い
て
、
何
ら
の
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
こ
と

な
く
、
候
補
者
を
不
平
等
に
取
扱
う
も
の
で
あ
っ
て
明
ら
か
に
日
本
国
憲
法
第
１
４
条
、

第
１
５
条
第
３
項
及
び
第
４
４
条
の
規
定
に
違
反
す
る
。

 

 

2
  

決
定

の
理

由
 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。
）
第
２
０

２
条
第
１
項
に
よ
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
は
、
「
選
挙
の
日
か
ら
１
４
日
以

内
」
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

 

法
定
の
期
限
を
経
過
し
た
異
議
の
申
出
は
、
不
適
法
な
も
の
で
あ
っ
て
、
却
下
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
郵
便
等
に
よ
り
異
議
申
出
書
を
提
出
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
２
６
年
法
律
第
６
８
号
）
第
１
８
条
第
３
項
の
規
定
が
公
選
法
第

２
１
６
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
送
付
に
要
し
た
日
数
は
、
異
議
の

申
出
期
間
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
異
議
申
出
書
が
選
挙
管
理
委
員
会
に
法
定
期
間
内
に

到
着
す
る
こ
と
を
要
す
る
（
「
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
改
訂
版
（
下
）
」
黒
瀬
敏
文
ほ
か
１

７
１
８
ペ
ー
ジ
）
。

 

本
件
選
挙
に
お
け
る
異
議
の
申
出
期
限
は
、
令
和
６
年
７
月
２
２
日
で
あ
る
。

 

し
か
る
に
、
本
件
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
７
月
２
３
日
付
け
で
東
京
都
総

務
局
文
書
課
に
郵
送
さ
れ
、
同
日
当
委
員
会
で
受
領
し
た
。
本
件
異
議
の
申
出
は
、
内
容
証

明
郵
便
で
発
送
さ
れ
て
お
り
、
お
問
い
合
わ
せ
番
号
に
よ
る
郵
送
状
況
の
照
会
結
果
に
つ
い

て
も
、
届
出
先
へ
の
到
着
日
が
令
和
６
年
７
月
２
３
日
で
あ
っ
た
。

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
異
議
の
申
出
は
、
公
選
法
第
２
０
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
期
間

内
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
不
適
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

 

 
よ
っ
て
、
公
選
法
第
２
１
６
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
４
５
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

 

   
 

 
令
和
６
年
８
月
１
９
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
委
員
長

 
 
澤

 
野

 
正

 
明

 

  

公
選
法
第
２
０
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
委
員
会
を

被
告
と
し
て
、
申
出
人
に
お
い
て
は
こ
の
決
定
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、

そ
の
他
の
当
該
選
挙
の
選
挙
人
又
は
候
補
者
に
お
い
て
は
公
選
法
第
２
１
５
条
の
規
定
に
よ

る
告
示
の
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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